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はじめに 

 

 平成 11 年 6 月 29 日、集中豪雨により広島市・呉市を中心に多数の土砂災害が発生し 24

名にもおよぶ人命が犠牲となった。広島市周辺では、近年の都市化にともない山麓部で宅地

開発が盛んに行われていた背景があり、急勾配斜面を階段状に整地した宅地や谷出口を造成

して建てた家屋などに被害が集中した。 

 

 広島の事例のみならず、わが国では急峻な山地と海岸に挟まれたわずかな面積に多数の人

口が集中するという土地利用がなされており、近年の人口増加、都市の拡大により都市周辺

の山麓部においては、無秩序な宅地開発や不適切な土地利用が行われる傾向にある。 

 

 広島災害を契機として、またこのような災害を教訓として、国では従来から進めてきた総

合的な土砂災害対策をより強力に推進するため、平成 12 年 5 月 8 日に「土砂災害警戒区域等

における土砂災害防止対策の推進に関する法律（以下、「土砂災害防止法」という。）」が成立・

公布され、翌年の平成 13年 4 月より施行された。 

 

 土砂災害防止法は、住民の生命・身体を土砂災害から守るため、土砂災害のおそれのある

区域について、危険の周知・警戒避難体制の整備・住宅などの新規立地の抑制（一定の特定

開発行為の許可制度、建築物の構造規制など）・既存住宅の移転勧告制度などを組み合わせ、

従来の砂防 3 法（砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法

律）によるハード対策とあいまって、特に警戒避難体制等のソフト対策の推進に主眼が置か

れている。 

 

「土砂災害防止に関する基礎調査技術基準（案）（土石流編）」（以下、「基礎調査技術基準

（案）という」は、法律に基づき出来るだけ客観的で且つ公平な区域設定を行うことを目的

に、「土砂災害防止に関する基礎調査の手引き（土石流編）１）平成 13年 6 月 財団法人砂防

フロンティア整備推進機構」（以下、「手引き」という）を参考に長野県土木部砂防課が作成

したものであり、長野県における基礎調査の標準的な内容と手順を示したものである。 

 

長野県では平成 13年度から基礎調査を開始し、平成 27年度に完了、平成 28 年度に約 2.7

万箇所の指定が完了した。また、平成 28 年度からは、繰り返し調査として 2 回目の基礎調査

をしている。今回、基礎調査技術基準(案)の発行から、約 20 年が経過し新しい技術や通達等

によって区域設定手法やその手順、内容等の変更をされていることや、2 回目以降の基礎調

査の標準的な内容と手順を示す必要もあることから、本基準を改訂する。 

 

 基礎調査技術基準が土砂災害の最小化、被害の軽減に向けた取り組みに資することができ

れば幸いである。 

 

令和 6年 3月 

 

長野県建設部砂防課 
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おわりに 
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Ⅰ編 序論 

 

１．基礎調査の概要 

１.１ 基礎調査の目的 

都道府県は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(以

下、｢土砂災害防止法｣という)第三条第一項で定められた「土砂災害の防止のための対策

の推進に関する基本的な指針」（以下「基本指針」という。）に基づき、急傾斜地の崩壊、

土石流、地滑り（以下「急傾斜地の崩壊等」という）による土砂災害から住民等の生命

及び身体を保護するため、急傾斜地の崩壊等のおそれがある土地に関する地形、地質等

の状況及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用の状況その他の事項に関する調査

（以下、基礎調査）を実施する必要がある。 

 

【解 説】 

基礎調査は、急傾斜地の崩壊等のおそれがある土地（原因地）に関する地形、地質等

の状況及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用状況等の調査を行い、土砂災害警

戒区域（以下「警戒区域」という）及び土砂災害特別警戒区域（以下「特別警戒区域」

という）の指定、警戒区域内における警戒避難体制の整備、特別警戒区域における土石

等の移動により建築物に作用する力の算定等、この法律を施行する上で不可欠のデータ

を収集するため、「基本指針」である「土砂災害防止対策基本指針（令和 3 年 8 月 31 日

国土交通省告示第 1194 号）」に基づき、おおむね５年ごとに行うものである。 

また、調査対象は急傾斜地の崩壊が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が

生ずるおそれがあると認められる土地（以下「危害のおそれのある土地」という）、危害

のおそれのある土地のうち、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が

生ずるおそれがあると認められる土地（以下、「著しい危害のおそれのある土地」という）

とする。 

なお、想定をはるかに超える規模の急傾斜の崩壊ついては、予知・予測が困難である

ことから、調査実施時点において技術的に可能であるレベルの土砂災害を対象とする。 
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１.２ 基礎調査の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基礎調査は以下の項目に従って実施する。 

1.基礎調査、詳細調査 

① 調査対象箇所の抽出 

② 区域設定のための調査 

③ 危害のおそれのある土地等の区域設定 

④ 危害のおそれのある土地等の調査 

 

2.概略調査（既指定の危害のおそれのある土地等の再調査） 

① 地形や災害発生箇所、人家等の比較調査 

② 危害のおそれのある土地等の再調査 
 

3.概略調査（新たな危害のおそれのある土地等の調査） 

① 災害発生箇所、人家等の調査 
 

4.著しい危害のおそれのある土地(土砂災害特別警戒区域)の解除 

① 区域設定のための調査 

② 著しい危害のおそれのある土地の再設定 

③ 危害のおそれのある土地等の再調査 

 

 

【解 説】 

 急傾斜地の崩壊に関する基礎調査は、図Ⅰ‐1.1～図Ⅰ-1.4 に示す流れにしたがい、机

上調査・現地調査により実施する。 

 

 

 

 

基礎調査 

概略調査 著しい危害のおそれのある土地 

(土砂災害特別警戒区域)の解除 
詳細調査 

（初回基礎調査） 

（2 回目以降） 
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１.２.１基礎調査とは 

急傾斜地の崩壊が発生した場合に、危害のおそれのある土地（土砂災害警戒区域）、  

著しい危害のおそれのある土地（土砂災害特別警戒区域）の区域設定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ‐1.1 基礎調査実施フロー 

 

1.基礎調査（詳細調査） 

①調査対象箇所 

 の抽出 

資料収集 

危害のおそれのある土地等の再調査 

・土地利用状況調査 

・世帯数及び人家戸数調査 

・公共施設等の状況調査 

・警戒避難体制に関する調査 

・関係諸法令の指定状況調査 

・宅地開発の状況及び建築の動向調査 

 

 

表紙  概況、位置図 

様式 1-1 告示履歴等 

 

 

 

 

 

 

様式 2-1 地形・地質状況等 

様式 2-2 微地形及び人口構造物等の状況図 

様式 2-3 対策施設等の位置図 

様式 2-4 対策施設等の諸元 

様式 2-5 過去の災害実態 

 

 

 

 

様式 3-1 危害のおそれのある土地、 

    著しい危害のおそれのある土地の設定図 

様式 3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に 

    関する事項 

様式 3-7 現地写真・スケッチ等の位置図 

様式 3-8 現地写真・スケッチ等 

様式 4-1 区域設定根拠平面図 

様式 4-2 区域設定根拠断面図 

様式 4-3 危害のおそれのある土地等の区域設定に 

    関する計算結果（計算条件） 

様式 4-4 危害のおそれのある土地等の区域設定に 

    関する計算結果 

 

 

 

様式 3-3 危害のおそれのある土地等の調査等 

様式 3-4 人家等の建築構造状況図 

様式 3-5 土地利用状況図 

様式 3-6 宅地開発の状況及び建築の動向 

各段階における 

アウトプット資料 

調査対象箇所範囲の設定 

・地形条件による抽出 

・社会条件による抽出 

調査対象箇所の抽出 

区域設定のための調査 

・地形調査 

・地質調査 

・対策施設状況調査 

・過去の災害実態調査 

危害のおそれのある土地の設定 

著しい危害のおそれのある土地の設定 

危害のおそれのある土地の設定 

明らかに土石等が到達しない範囲の検討 

②区域設定の 

 ための調査 

③危害のおそれ 

のある土地等 

の区域設定 

④危害のおそれ 

のある土地等 

の調査 
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図Ⅰ‐1.2 概略調査（既指定の危害のおそれのある土地等の再調査）実施フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.概略調査 （既指定の危害のおそれのある土地等の再調査） 

①地形や災害発生箇所、 

人家等の比較調査 

②危害のおそれのある 

土地等の再調査 

地形や災害発生箇所、人家等の比較調査 

1.地形の比較調査 

2.対策施設整備状況調査 

3.災害発生箇所の調査 

4.人家等の比較調査 

比較調査した危害のおそれのある 

土地等の再調査 
・世帯数及び人家戸数調査 

・公共施設等の状況調査 

・警戒避難体制に関する調査 

・関係諸法令の指定状況調査 

・宅地開発の状況及び建築の動向調査 

 

 

概略様式 1-1 机上調査整理等 

概略様式 1-2 机上調査個別整理等 

概略様式 3-1 災害発生箇所整理等 

概略様式 3-2 災害発生箇所個別整理等 

概略様式 4-1 施設整備箇所整理等 

概略様式 4-2 施設整備箇所個別整理等 

概略様式 5-1 現地調査箇所整理等 

概略様式 5-2 現地調査箇所個別整理等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式 1-1 告示履歴 

様式 3-3(1)(2)危害のおそれのある土地 

等の調査等 

様式 3-4 人家等の建築構造状況図 

様式 3-6 宅地開発の状況及び建築の動向 

詳細調査実施 

各段階における 

アウトプット資料 

資料収集整理 

1.または 2.の変化が 

危害のおそれのある土地等 

の設定に影響を与えない場合 

1.または 2.の変化が 

危害のおそれのある土地等 

の設定に影響を与える場合 
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図Ⅰ‐1.3 概略調査（新たな危害のおそれのある土地等の調査）実施フロー 

 

 

 

 

3.概略調査 （新たな危害のおそれのある土地等の調査） 

 

概略様式 1-1 机上調査整理等 

概略様式 1-2 机上調査個別整理等 

概略様式 3-1 災害発生箇所整理等 

概略様式 3-2 災害発生箇所個別整理等 

概略様式 5-1 現地調査箇所整理等 

概略様式 5-2 現地調査箇所個別整理等 

 

災害発生箇所、人家等の調査 

1.災害発生箇所の調査 

2.新たな人家等の立地調査 

詳細調査実施 

①災害発生箇所、 

人家等の調査 

資料収集整理 

2.の変化が危害のおそれのある 

土地等の設定に影響を与える場合 

各段階における 

アウトプット資料 
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図Ⅰ‐1.4 著しい危害のおそれのある土地（土砂災害特別警戒区域）の解除フロー 

 

 

 

 

 

4.著しい危害のおそれのある土地（土砂災害特別警戒区域）の解除 

①区域設定の 

 ための調査 
資料収集整理 

危害のおそれのある土地等の調査 

・土地利用状況調査 

・世帯数及び人家戸数調査 

・公共施設等の状況調査 

・警戒避難体制に関する調査 

・関係諸法令の指定状況調査 

・宅地開発の状況及び建築の動向調査 

 

 

様式 1-1 告示履歴等 

様式 2-1 地形・地質状況等(※) 

様式 2-2 微地形及び人口構造物等の状況図 

様式 2-3 対策施設等の位置図 

様式 2-4 対策施設等の諸元 

様式 2-5 過去の災害実態(※) 

 

※過去の災害実態が確認された場合のみ 

 

様式 3-1 危害のおそれのある土地、 

    著しい危害のおそれのある土地の設定図 

様式 3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に 

    関する事項 

様式 3-4 人家等の建築構造状況図 

様式 3-7 現地写真・スケッチ等の位置図 

様式 3-8 現地写真・スケッチ等 

様式 4-1 区域設定根拠平面図 

様式 4-2 区域設定根拠断面図 

様式 4-3 危害のおそれのある土地等の区域設定に 

    関する計算結果（計算条件） 

様式 4-4 危害のおそれのある土地等の区域設定に 

    関する計算結果 

 

様式 3-3 危害のおそれのある土地等の調査等 

様式 3-5 土地利用状況図 

様式 3-6 宅地開発の状況及び建築の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解除根拠説明資料 

区域設定のための調査 

・対策施設整備状況調査 

・災害発生箇所の調査 

著しい危害のおそれ 

のある土地の再設定 

②著しい危害のおそれの 

ある土地の再設定 

③危害のおそれの 

ある土地等の再調査 

著しい危害のおそれのある土地 

（土砂災害特別警戒区域）の解除 

各段階における 

アウトプット資料 
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 基礎調査は、机上調査と現地調査を織り交ぜて実施することになる。机上調査は、３次元

地図や既往資料に基づく調査を主体とする。現地調査は、机上調査結果について現地で確認・

補正する調査が主体であり、特に区域設定に直接関係する事項については現地調査による確

定が必要となる。 

 

(1) 調査対象箇所抽出のための土砂災害履歴の調査 

過去に発生した土砂災害履歴を文献等既往資料より把握する。 

なお、過去に発生した土砂災害に関して、その際の降雨量、急傾斜地の崩壊の被害状況、 

土石等の移動、又は堆積した範囲等について、過去の土砂災害の痕跡、土砂災害に関係の

ある地名（旧地名も含む。）等も参考にしつつ、調査を行う。 

 

(2) 調査対象箇所の抽出 

急傾斜地の崩壊により住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる

箇所を調査対象箇所として抽出する。 

調査対象箇所の抽出範囲は、現況の土地利用状況や開発計画等の社会条件を考慮して選

定する。箇所の抽出作業は、土砂災害履歴の有無を把握したうえで地形判読が可能な縮尺

の地形図及び航空写真を用いて行う。必要に応じ現地確認を行うことにより、その位置の

把握及び予想される土砂災害の発生要因の特定を行う。 

 

(3) 地形等の調査 

危害のおそれのある土地等の区域設定に必要な事項について調査する。 

地形・地質、対策施設の状況を机上で把握し、机上調査で不足する事項や急傾斜地の崩

壊に伴う土石等の落下のデータ収集及び、机上の設定結果を確定するための現地踏査を実

施する。 

 

(4) 危害のおそれのある土地等の把握 

区域設定のための調査結果を踏まえ、｢危害のおそれのある土地｣及び「著しい危害のお

それのある土地」（以下、「危害のおそれのある土地等」という）の区域を机上で設定する。 

 

(5) 危害のおそれのある土地等の調査 

設定した危害のおそれのある土地等の区域を対象に、防災上の基礎的な情報を調査する。 
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(6) とりまとめ 

危害のおそれのある土地等の設定結果は、図化縮尺1/2,500の３次元地図および1/25,000

の位置図にとりまとめ、再現性を確保したものとする。また、基礎調査の過程で作成した

各種の計測図や主題図、計算数値データについても図表等にとりまとめ、再現性を確保す

る。 

 

(7) 区域調書の作成 

調査・設定結果の概要及び、区域設定に用いた計算数値データをとりまとめ、区域調書

として箇所毎に作成する。 
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１.３ 基礎調査実施時の留意点 

 基礎調査は、「土砂災害防止対策基本指針（令和 3 年 8 月 31 日国土交通省告示第 1194

号）」に従うものとする。また、以下の項目に留意して実施する。 

【解 説】 

基礎調査実施の留意点としては、以下の項目があげられる。 

 

① 当該区域の土地の状況に変化が生じた場合は必要に応じて調査を行う。 

② 現況の土地利用状況や開発計画等により、人家の立地が新たに予想される土地に

ついては、区域の指定が必要であるか否かを把握する。 

③ 危害のおそれのある土地等の範囲を設定する参考資料とするため、社会条件の動

向を常に把握する必要があり、区域内やその周辺地域の人口等の変化について一

定の期間（おおむね 5 年）ごとに調査を実施する。 

④ 土砂災害防止法に基づく指定と公示がなされた土地の区域は、法的な措置によっ

て住民の私権や財産権が一部制限されることがある。基礎調査結果は指定と公示

のための基礎資料となるため、特に区域の設定にあたっては細心の注意を払うと

ともに、区域間の設定精度の差異を軽減し、作業の平準化と精度維持に努める。 

⑤ 調査のための民地立ち入りは、土砂災害防止法第 5 条に基づき、関係者の承諾を

得て身分証明書を携帯する。立ち入りの際は、その範囲と定められた時間に配慮

し、土地の所有者等関係者からの請求があったときは基礎調査実施機関発行の身

分証明書を提示しなければならない。 

⑥ 基礎調査の成果は、Ⅱ編４章に示した調査結果の整理方法に基づき、調書（案）

等にとりまとめる。 

⑦ 基礎調査実施時において、新たに必要な調査項目等が発生した場合は、速やかに

調査職員と協議のうえ、柔軟に対応する。 

⑧ 基礎調査実施時において、新たに他現象（土石流・地滑り）の調査対象箇所が確

認された場合や他現象への影響が確認された場合は、速やかに調査職員に報告す

る。 

 

【机上調査精度の統一】 

基礎調査は、最新の３次元地図(DM)や航空レーザ測量データ(LP)、オルソフォトマップ

から地形判読等を行い、机上調査を実施する。空中写真から地形判読等を行う場合は、縮

尺 1/8,000～1/12,500 の空中写真を用いる。 
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２．調査対象箇所の抽出 

 調査対象箇所の抽出には、(1)別途の法規制等によって既往調査で抽出されている急傾

斜地を対象とする方法（以下「既往調査による抽出」）と、(2)既存資料に関わらず新規に

抽出する方法（以下「新規抽出」）の二通りがある。 

なお、斜面の深層崩壊、山体崩壊、想定をはるかに越える規模のものについては、予知・

予測が困難であることから、調査対象箇所から除く。 

【解 説】 

調査対象箇所の抽出には「既往調査による抽出」と「新規抽出」の二通りがある。こ

のうち長野県では原則として「既往調査による抽出」を採用するが、将来の社会情勢の

変化などによって新たに住宅が立地することも踏まえ、「新規抽出」についても必要に

応じて実施するものとする。 

 

(1) 既往調査による抽出 

既往の調査で把握されている「急傾斜地崩壊危険区域」や「急傾斜地崩壊危険

箇所」内の急傾斜地を対象に調査を実施する。既存資料を参考とすることから、

調査・設計・施工・災害履歴などの資料も収集しやすく、より正確に急傾斜地の

状況を把握することができる。 

 

■急傾斜地崩壊危険区域：「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 昭和

44 年 7 月 1 日 法律第 57 号」に準拠し、指定された

区域 

 

■急傾斜地崩壊険箇所：「急傾斜地崩壊危険箇所等点検要領 平成 11年 11 月 建

設省河川局砂防部傾斜地保全課」に準拠し、選定された

区域 

 

(2) 新規抽出 

調査対象箇所は、最新の３次元地図(DM)や航空レーザ測量データ(LP)、オルソ

フォトマップ、空中写真または、1/25,000 地形図もしくは同等以上の大縮尺の地

形図を用い、後述の２.１、２.２章に示す地形条件、社会条件に基づき、新規に

対象箇所を抽出する。ただし、地形条件を重視した場合、地域によっては対象箇

所が一気に増大する可能性があり、抽出に際しては慎重な検討を要する。 
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 (3) 区域箇所番号 

抽出した危害のおそれのある土地等に対して、各市町村内の左上から時計回り

に辿る規則で区域箇所番号を付番する。区域箇所番号は、各市町村内で完結した

「Ｋ＋事務所番号＋市町村番号（市町村コードのうち下３桁）＋通し番号（001

～n）＋枝番号」とする。 

各番号の先頭には、他の２現象（土石流、地滑り）と区別するためにＫを付け

る。(Ｋ〇〇〇〇〇〇〇〇と表記する。) 

区域箇所番号は一つのまとまりのある区域（2.3 参照）毎に付番されることに

なるが、その区域内に複数の急傾斜地が存在するような場合は、区域箇所番号の

末尾に枝番号（カタカナで 50音順）を付加するものとする。 

事務所番号は、表Ⅰ‐2.1 のとおりとする。 

表Ⅰ‐2.1 区域箇所番号（事務所番号＋市町村番号＋通し番号） 

砂防・建設事務所 事務所番号 
市町村番号 

（市町村コード） 

通し番号 

（３桁） 

枝番号 

（必要に応じて） 

佐久北部建設事務所 ０１ 市町村コードのうち下３桁 ００１～ｎ カタカナ５０音順 

佐久建設事務所 ０２ 市町村コードのうち下３桁 ００１～ｎ カタカナ５０音順 

上田建設事務所 ０３ 市町村コードのうち下３桁 ００１～ｎ カタカナ５０音順 

諏訪建設事務所 ０４ 市町村コードのうち下３桁 ００１～ｎ カタカナ５０音順 

伊那建設事務所 ０５ 市町村コードのうち下３桁 ００１～ｎ カタカナ５０音順 

飯田建設事務所 ０６ 市町村コードのうち下３桁 ００１～ｎ カタカナ５０音順 

木曽建設事務所 ０７ 市町村コードのうち下３桁 ００１～ｎ カタカナ５０音順 

松本建設事務所 ０８ 市町村コードのうち下３桁 ００１～ｎ カタカナ５０音順 

安曇野建設事務所 ０９ 市町村コードのうち下３桁 ００１～ｎ カタカナ５０音順 

大町建設事務所 １１ 市町村コードのうち下３桁 ００１～ｎ カタカナ５０音順 

千曲建設事務所 １２ 市町村コードのうち下３桁 ００１～ｎ カタカナ５０音順 

須坂建設事務所 １３ 市町村コードのうち下３桁 ００１～ｎ カタカナ５０音順 

北信(中野)建設事務所 １４ 市町村コードのうち下３桁 ００１～ｎ カタカナ５０音順 

長野建設事務所 １５ 市町村コードのうち下３桁 ００１～ｎ カタカナ５０音順 

北信(飯山)建設事務所 １６ 市町村コードのうち下３桁 ００１～ｎ カタカナ５０音順 

犀川砂防事務所 ２３ 市町村コードのうち下３桁 ００１～ｎ カタカナ５０音順 

姫川砂防事務所 ２４ 市町村コードのうち下３桁 ００１～ｎ カタカナ５０音順 

土尻川砂防事務所 ２５ 市町村コードのうち下３桁 ００１～ｎ カタカナ５０音順 

北信砂防事務所 ３１ 市町村コードのうち下３桁 ００１～ｎ カタカナ５０音順 

※各区域箇所番号の先頭には、Ｋを付けること 
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２.１ 地形条件 

 傾斜度が 30°以上ある土地の区域であって、高さ 5ｍ以上の急傾斜地を、調査対象と

する。 

【解 説】 

急傾斜地の崩壊とは、「傾斜度が 30°以上である土地が崩壊する自然現象」をいい、急

傾斜地は傾斜度 30°以上、高さ 5メートル以上の斜面と定義され、その範囲は、斜面下方

の急傾斜地下端と斜面上方の急傾斜地上端の、２つの地点によって囲まれる範囲となる。  

また、危害が生ずるおそれのある土地は、急傾斜地と急傾斜地の上端からの水平距離が

10ｍ以内、下端からの水平距離が当該急傾斜地の高さに相当する距離の２倍（当該距離の

２倍が 50ｍを超える場合にあっては、50ｍ）以内である。 

図Ⅰ‐2.1 に調査対象箇所の概念図を示す。 

 

下
端

上
端

高さh(5m以上）

傾斜度θ(30度以上）

2h(50mを超える場合は50m） 10m

傾斜度30度を切る地点

危害が生ずるおそれのある土地

急傾斜地

 

図Ⅰ‐2.1 調査対象箇所の概念図 
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２.２ 社会条件 

 急傾斜地およびその周辺において次の条件にある土地を抽出対象とする。 

①急傾斜地およびその周辺に人家等が存在する箇所（人家等のある急傾斜地） 

②現在「人家等のある急傾斜地」でないが、現況の土地利用状況や開発計画等の社会

条件により人家等の立地が予想される箇所（人家等のない急傾斜地） 

【解 説】 

 急傾斜地およびその周辺とは、前節で説明する危害が生ずるおそれのある土地を指し、

急傾斜地とその隣接区域の範囲である。その範囲内に、人家等がある箇所および人家等の

立地が予想される箇所を対象とする。 

 

(1)「人家等のある急傾斜地」の抽出 

「人家等」の判断基準は次のとおりとする。 

・ 「人家等」は、居室を有する人家（別荘含む）及び公共的建物（要配慮者利用施設

を含む）とする。 

・ 「居室」とは、建築基準法第 2 条第 4 号に規定される居室を指し、「居住、執務、

作業、集会、娯楽、その他これに類する目的のために継続的に使用する室」をいう。 

 

(2)「人家等のない急傾斜地」の抽出 

人家等のない急傾斜地の調査対象区域の抽出は、以下を参考に行う。なお、人家等のな

い急傾斜地の範囲は、急傾斜地下端部延長が 20ｍ程度以上連続する区間とする。 

①近年、人口が増加している市町村、宅地が増加している市町村を調査する。 

②都市計画区域内及び準都市計画区域内を調査する。 

③開発計画等が策定されている区域を調査する。 

④集落の周囲1kmの範囲に含まれる既設道路から概ね100mの範囲にある平坦地を調査

対象とする（図Ⅰ-2.3 参照）。 

⑤集落の周囲 100m の範囲に含まれる平坦地を調査対象とする（図Ⅰ-2.3 参照）。 

⑥山岳地帯でも観光地でリゾートマンションなどが建設される可能性がある場合には、

調査を行う。 

この抽出フローを図Ⅰ‐2.2 に示す。 
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人口増加市町村
（Ⅲ.6①の調査を実施して判断する）

宅地が増加傾向の市町村
（Ⅲ.6④⑤の調査を実施して判断する）

ＮＯ

山間・山麓において大規模な宅地造成や
観光開発が予定されている開発区域がある

ＮＯ

YES

YES

YES

NO

対象市町村全域を対象に、
図Ⅰ－2.3の範囲にある平坦地を抽出する

「人家等のない急傾斜地」の
抽出は行わない

「人家等のない急傾斜地」を抽出する

都市計画区域・準都市計画区域の指定がある
（Ⅲ.7②の調査を実施して把握する）

NO

YES

開発区域を対象に、
図Ⅰ－2.3の範囲にある平坦地を抽出する

都市計画区域・準都市計画区域を対象に、
図Ⅰー2.3の範囲にある平坦地を抽出する

NO

YES

抽出した平坦地が急傾斜地の崩壊により
土砂災害の危害をもたらされると予想され

る土地に含まれる

 

図Ⅰ‐2.2 人家等のない急傾斜地の抽出フロー 

 

※ 集落の周囲 1km の範

囲に含まれる既設道路か

ら概ね 100m の範囲にあ

る平坦地、もしくは集落

の周囲 100m の範囲に含

まれる平坦地を調査対象

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ‐2.3 人家等のない急傾斜地抽出のための範囲選定例 

 

 

 

 
集落の周囲 1km の範囲 

調査対象範囲 

1km 

100m 

1km 

1km 

100 m 

既設道路 

100m 100m 
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次のケースについては調査対象外とする。 

１）人家等が全くない山岳地帯や無人島など、人家の立地する可能性がない区域は対

象外とする。 

２）表Ⅰ‐2.2 に示すような法律により土地利用が制限されている区域等は調査の対

象外とする。 

３）高速道路の法面等の公共施設でその管理者が明らかに管理しているような斜面に

ついては調査の対象外とする。 

 

表Ⅰ‐2.2 人家等のない急傾斜地の抽出対象外とする法指定区域 

法指定区域名 法 律 名 

・国立公園特別保護地区及び特別地域 

・国定公園特別保護地区及び特別地域 

・自然公園法 

 

・原生自然環境保全地域※ 

・自然環境保全地域特別地区 

・自然環境保全法 

・自然環境保全条例 

※令和 5 年 11 月現在、長野県内には該当区域なし 

実際の抽出にあたっては、以下の判断基準にしたがって、将来的に人家等の立地が予想

される箇所についての絞り込みを行う。 

①「人口が増加市町村」の判断基準 

 人口データについては「国勢調査」を利用する。最新の調査結果と、その前回の調

査結果を比較し、増加している場合は調査対象とする。 

②「集落」の判断基準 

 「集落」とは、1/25,000 地形図上で１点以上の「独立建物」で示されるものとする。

公共的建物については１棟でも「集落」と見なす。 

③「集落の周囲 1km もしくは 100m」の設定方法 

 集落を構成する人家等の外周となる家屋の端部から 1km もしくは 100m の範囲とする。 

④「既設道路」の判断基準 

 「既設道路」とは 1/25,000 地形図において幅員 3.0～5.5m 以上の凡例で示される道

路（２条道路）をいう。 

⑤「おおむね 100m の範囲」の判断基準 

 抽出対象となるのは「おおむね 100m の範囲」内に想定される「危害のおそれのある

土地の区域」の一部分でも含まれる場合とする。 

⑥「山岳地帯でも～建設される可能性がある場合」の判断基準 

 開発計画等により、位置・範囲等が特定できる場合は調査対象とする。 
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⑦「管理者が明らかに管理しているような斜面」の判断基準 

 敷地界によって判断する。当該斜面と自然斜面が一連となっている場合には、当該

斜面を対策済みの斜面と考え、自然斜面のみを調査対象とする。（例：斜面下部は道路

事業によるのり面工が施され、斜面上部には自然斜面が残っているような場合、上部

のみを調査対象とする） 

⑧「急傾斜地崩壊危険区域」に指定されている斜面の取り扱い 

 すでに「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づいて「急傾斜地崩

壊危険区域」に指定されている区域については全域が調査対象箇所の抽出条件を満た

しているものとして取り扱う。 
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２.３ 一つのまとまりのある区域の考え方 

一つのまとまりのある急傾斜地の区域は、以下の事項を考慮して設定する。 

・ 急傾斜地の左右端に囲まれる範囲 

・ 既存の急傾斜地崩壊危険箇所、急傾斜地崩壊危険区域としてまとまっている範囲 

・ 急傾斜地が長く連続する場合、延長 500ｍ程度を上限とする範囲 

【解 説】 

 急傾斜地の調査は、調査結果を効果的に管理する上で、一つのまとまりのある区域単位

ごとにとりまとめることが必要である。 

急傾斜地の左右端は、Ⅱ編 1.1.4 に示すように、急傾斜地の終始点や渓流部との接点、

人家等が立地する土地がなくなる境界点であり、一連の急傾斜地とは基本的には左右端に

囲まれる範囲である。 

一方で、既往調査で設定されている急傾斜地崩壊危険箇所や法指定区域である急傾斜地

崩壊危険区域は、これまで蓄積された情報を有効活用するためにも、それらの箇所単位で

まとまりのある区域とする方がよい。左右端に囲まれる一連範囲の中に、複数の既往設定

箇所が存在することもあり、この場合は既往調査範囲で適宜区分けすることができる。た

だし、既往調査箇所に隣接する斜面が急傾斜地Ⅲ（人家のない斜面）等で抽出されていな

い場合などは、既往危険箇所の範囲に付加して一つのまとまりのある区域としてよい。 

左右端に囲まれる急傾斜地の延長が非常に長くなる場合は、概ね 500ｍを上限として区

分けする。区分けする位置は、尾根部・谷部、地形急変地点などの地形要因や、行政界や

人家等が立地する可能性がある土地の不連続部などで設定する。 

なお、人家等のない急傾斜地の範囲は、急傾斜地下端部延長が 20ｍ程度以上連続する区

間とする。 
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Ⅱ編 基礎調査の実施 

 

１．区域設定のための調査 

１.１ 地形調査 

１.１.１ 横断測線の設定 

急傾斜地の下端・上端の設定および傾斜度と高さを計測する上で基準となる横断測

線は、以下の方法で設定する。 

(1)横断測線の方向 

横断測線の方向は、地形形状を考慮して土石等の落下方向に設定する。 

(2)横断測線の位置 

横断測線は、地形変化点、対策工の端部などを考慮して、概ね 20ｍ間隔となるよう

に配置する。 

【解 説】 

(1)横断測線の方向 

横断測線は、土石等の落下を想定し、その方向を反映した方向に設定する。 

基本的には、斜面の最大傾斜方向谷型・平行型斜面では斜面上部を起点とした落水線（下

方をみて最大傾斜方向線）が、尾根型斜面では斜面下部を起点とした最急勾配線（上方を

みて最大傾斜方向線）が横断測線方向となる。 

図Ⅱ‐1.1 落水線（緑）と横断測線（青）設定例 
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 (2)横断測線の位置 

横断測線は、地形変化点、対策施設の端部など、以下のような地形変化点を設定位置と

して考慮する。 

・高さの変化点 ：隣接する横断測線位置の斜面と比べて、高さが顕

著に変化する場合 

・傾斜度の変化点 ：隣接する横断測線位置の斜面と比べて、急傾斜地

の傾斜度が顕著に変化する場合 

・急傾斜地の平面形状の変化点：谷型地形、尾根地形などの変化点 

・崩壊跡地 ：崩壊跡地の中心部もしくは端部 

・切土・盛土の端部 ：切土・盛土の両端部 

・対策施設の端部 ：対策施設の端部 

対策施設の工種が変わる場合は、その境界部でも

設定する。また、対策施設の高さが変わる場合は、

変化地点で設定する。 

・２段斜面が含まれる区間 ：急傾斜地の途中に平坦部や緩斜面が含まれ部分的

に２段斜面になる区間（両端） 

 

上記の横断測線の設定基準を考慮しながら、横断測線の間隔が概ね 20m 間隔に配置され

るように設定する。横断測線間隔は、直線斜面、凸型斜面では当該斜面の下端線を基準と

し、凹型斜面では上端線を基準とする。 
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対策工

崩壊跡地

補間による横断線

地形変化点による横断線

斜面上方

斜面下方

⑬

⑭

⑩

⑫

⑪

⑨⑧②

⑤

⑦

⑥

④

③

①

1
0
～

2
0
m

1
0
～

2
0
m

 

設定条件 ①④：尾根型斜面 ②③⑤：谷型斜面 ⑥⑦：対策施設の端部 ⑨：高さの変化点 

⑧⑩：補間線 ⑪～⑭：尾根部に引いた横断測線④が傾斜度 30°未満の場合、土石等の落下方

向を想定した補間線 

図Ⅱ‐1.2 横断測線の設定位置および間隔 

 

【机上調査】 

事前机上調査では、３次元地図を用いて横断測線を仮設定する。測線方向は、地形形状

を考慮し設定する。現地調査の結果、横断測線位置、方向の変更や測線の追加が必要にな

った場合は、再度平面図上で横断測線を設定する。 

 

【現地調査】 

現地調査では、概ね 20ｍ間隔を基準としながら、地形変化点（縦断方向の変化部、傾

斜度が変化する箇所）や対策施設の端部を特定して、横断測線位置を選定する。この際に、

現地への再現性を考慮して、特定しやすい場所を選定するのが望ましい。 

隣接する横断測線間の凹凸地形等の影響により、下端線を直線で結ぶ場合に横断測線間

の地形を反映しにくいケースや、現地調査で新たに擁壁等が確認されたケースでは、机上

仮設定した横断測線に追加して測線を設定する。 
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また、微地形の影響で、机上設定した横断測線方向が最大傾斜方向となっていない場合

は、測線方向を確認し修正する。 
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１.１.２ 上端の設定 

急傾斜地の上端は、横断測線上において下方から上方に向かって、標高差 5m 先の

地点への見通し傾斜度が 30°未満で、かつその地点より上方の急傾斜地の傾斜度が

30°未満となるはじめての地点とする。 

【解 説】 

横断測線上における急傾斜地の上端は、急傾斜地の高さ、傾斜度の計測基準となる。 

急傾斜地の上端の設定基準を図示すると、図Ⅱ‐1.3 となる。 

なお、斜面の途中において局所的に 30°を下回る緩斜面がある場合は、1.1.5 多段

斜面を参照のこと。 

また、上端の位置は基本的に各横断面上で定義されるが、空間的な連続性（隣接す

る横断測線で設定される上端との平面空間的な位置関係）を考慮して設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ‐1.3 上端の設定例 

 

5
ｍ

 

継続的に 30°を下回る最初の地点 
上端 

30° 

5
m
 

a) 遷急線が不明瞭な急傾斜地の上端の設定例 

30° 

局所的に 30°を下回る緩斜面がある 

場合は多段斜面(1.1.5)を参照のこと。 

上端 

b) 局所的に緩斜面のある上端の設定例 
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【机上調査】 

机上調査では、３次元地図を用いて横断測線沿いの横断面図を作成し、上端位置を仮設

定する。 

現地調査の結果、上端位置の変更が必要になった場合は、現地で確認した上端位置を平

面図および断面図上にプロットし上端位置として確定する。 

 

【現地調査】 

斜面上端は一般的に斜面上部になり、現地踏査による確認が困難なため、上端位置は３

次元地図に基づく机上調査により設定する。 

段丘崖など斜面の上方が平坦地で、土地利用されているケースは、上端の確認が可能で

ある。この場合、机上調査で設定した上端位置が適当であるか確認する。 

現地で確認した上端の位置は、写真撮影により記録する。上端位置にポール等を立て、

現地再現性を意識して周辺状況を含めた撮影を行う。 
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１.１.３ 下端の設定 

急傾斜地の下端は、横断面上において、下方から上方に向かって標高差 5m 先の地

点への見通し傾斜度が 30°以上で、かつその地点より上方の急傾斜地の傾斜度が

30°以上となるはじめての地点とする。 

【解 説】 

横断測線上における急傾斜地の下端は、急傾斜地の高さ、傾斜度の計測基準となる。

また、危害のおそれがある土地等の区域を規定する地点になることから、明確に設定す

る必要がある。 

急傾斜地の下端の設定基準を図示すると、図Ⅱ‐1.4 のとおりとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ‐1.4 下端の設定例 

下端 

5
m
 

30° 

標高差 5m 先の地点への見通し勾傾斜度が 30°以上の地点

かつ上方の斜面の傾斜度が30°以上となるはじめての地点 

（三角形の長辺が急傾斜地の下に沈む時の鋭角頂点） 

(2)遷緩線が不明瞭な斜面の例 

標高差 5m 先の地点への見通し

傾斜度が 30°以上の地点 

（下端とはならない） 

30° 

5
m
 

標高差 5m 先の地点への見通し

傾斜度が 30°以上の地点 

（下端とはならない） 

標高差 5m 先の地点への見通し勾傾斜度が 30°以上の地点

かつ上方の斜面の傾斜度が 30°以上となるはじめての地点 

（三角形の長辺が急傾斜地の下に沈む時の鋭角頂点） 

下端 

(1)遷緩線が明瞭な斜面の例 
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３次元地図から得られる情報では遷緩線が不明瞭な場合（図Ⅱ-1.4(2)）は、同図のとお

り下端を設定するが、現地確認調査においてその周辺に下方から上方に向かって傾斜が急

勾配に変化する地点が存在すれば、その地点を下端として設定することができる。 

下端の位置は基本的に各地形横断面上で定義されるが、空間的な連続性（隣接する横断測

線で設定される下端との平面空間的な位置関係）を考慮して設定する。 

 

【机上調査】 

机上調査では、３次元地図を用いて横断測線沿いの地形横断面図を作成し、下端位置を

仮設定する。 

現地調査の結果、下端位置の変更が必要になった場合は、現地で計測した下端位置を平

面図および横断面図上にプロットして下端を確定する。 

 

【現地調査】 

現地で確認した下端の位置は、写真撮影により記録する。下端位置にポール等を立て、

現地再現性を意識して周辺状況を含めた撮影を行う。 

下端付近に立ち入りが困難な場合や、下端位置が植生密集地内となり下端付近を撮影し

た写真では場所が特定困難な場合は、遠景撮影写真上に下端位置（下端線）を記録する。 

机上調査で作成した横断面図の地形形状が現地状況と大きく異なり、下端位置が変更に

なる場合には、横断面図上に下端周辺部の現地の地形形状を記録する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ‐1.5 下端位置が変更になる場合の現地調査記録例 

机上調査で得られる地形断面線 

実際の地形断面線 

机上想定した下端 現地確認した下端 

（必要に応じて明瞭な地

物からの高低差を確認） 

明瞭な地物からの 
水平距離を確認 
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１.１.４ 急傾斜地の左右端の設定 

急傾斜地の左右端は、次のいずれかの条件となる地点とする。 

1) 高さ 5m もしくは傾斜度 30°となる境界 

2) 渓流地形との境界 

3) 当該地点で設定される危害のおそれのある土地に、人家等が立地する可能性の

ある平坦地がなくなる地点 

【解 説】 

横断測線設定時に左右両端部を検索し、その地点に横断測線を設けて、急傾斜地の左

端、右端とする。 

左右端となる各条件は、次のとおりである。 

1) 高さ 5m もしくは傾斜度 30°となる境界 

一般的な急傾斜地の端部である。斜面末端部などで高さが 5m未満となる箇所や、

一連の斜面の中で 30°未満の緩傾斜地区間がみられる箇所などが該当する。 

2) 渓流地形との境界 

急傾斜地が土石流の対象となる渓流と接しており、急傾斜地となる斜面が土石流

の流域内に連続する場合は、急傾斜地の下端に隣接する平坦地の状況を考慮して、

渓流地形との境界に端部を設定する。急傾斜地の端部は、土石流における基準地点

位置より上流側に設定する必要はない。 

3) 当該地点で設定される危害のおそれのある土地に、人家等が立地する可能性のある

平坦地がなくなる地点 

急傾斜地（5m 以上、30°以上）が連続していても、下方（あるいは上方）に人家

等が立地する可能性がある平坦地がなくなれば、その地点を一連の急傾斜地の端部と

する。（人家等が立地する可能性のある平坦地は、Ⅰ.2.2(2)「人家等のない急傾斜地」

の抽出を参照） 

この場合、急傾斜地の影響範囲を考慮して、危害のおそれのある区域内（下端から

２H もしくは 50ｍ以内、上端から 10m 以内）に、人家等が立地し得る平坦地が存在し

ないことが条件となる。 
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50m

対象から除外

人家等が立地する
可能性のある範囲

2h h=5m

2h=50m 高さ25m

 

図Ⅱ‐1.6 左右端の検索 

 

【机上調査】 

事前机上調査では、３次元地図を用いて横断測線沿いの横断面図を作成し、左右端位置

を仮設定する。 

現地調査の結果、左右端位置の変更が必要になった場合は、現地で計測した左右端位置

を平面図上にプロットし左右端位置として確定する。 

 

【現地調査】 

現地調査では、左右端の定義条件となる地点を見出す調査を実施する。特に、急傾斜地

の境界条件である高さ 5m、傾斜度 30°については、ポール、テープ、クリノメータ等によ

り簡易計測を実施し、左右端位置を求める。 

現地で決定された左右端位置は、写真撮影により記録する。 
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１.１.５ 多段斜面について 

 斜面の途中に緩勾配斜面がある多段の急傾斜地については、原則として個々の斜面

として扱い、斜面ごとに上端、下端を設定する。ただし、上段斜面からの土砂が下段

斜面におよぶと想定される場合は、一連斜面として扱うか、現地の状況により判断す

る。 

【解 説】 

多段の急傾斜地については、上下の急傾斜地について別々に上端、下端を設定し、複

数の急傾斜地として取り扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ‐1.7 多段斜面として取り扱う場合 

 

ただし、斜面途中の緩勾配斜面の水平距離が短い場合は、上段の急傾斜地で崩壊があ

った場合、土石等が下段に達することも考えられるため、一連の急傾斜地として取り扱

う。 

多段の急傾斜地と一連の急傾斜地の判定基準は、地形だけでは単純に決めがたく、人

家等や道路の存在などの社会的な条件も加味し、現地の状況を総合的に勘案し、判定す

ることとする。地形条件の判断材料として、上段斜面において試算したときの著しい危

害のおそれのある土地の範囲が、中段の緩斜面部を包含するかどうかを目安として用い

ることができる。 

 

下端Ｂ

Ａ斜面

下端Ａ

Ｈa

上端Ａ

θa

θb

Ｈb

上端Ｂ
Ｂ斜面

緩斜面
（傾斜度30゜未満の区間）

 



急-29 

多段斜面の判断方法は、以下のフローに従い行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ- 1.8 多段斜面の判断方法 

一連斜面内に①、②、③が混在する場合、隣接区間との連続性、不連続性をみて最終判

断をするものとする。 

Ha

Hb

H

Haに対するレッド

(Ha+Hb)に対するレッド

①

Ha

Hb

Haに対するレッド

Hbに対するレッド

②

H

Hに対するレッド③

斜面の中段に小段がある

小段が宅地等に利用されている
または開発の見込みあり

上段の崩土が下段の斜面にかかる

START

　NO

　NO

　YES

　YES

　　　YES

　NO
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１.１.６ 傾斜度と高さの設定 

傾斜度と高さは、次のとおり設定する。 

（１）急傾斜地の傾斜度（θu） 

横断測線上の下端と上端を結ぶ線と水平面がなす角度 

（２）急傾斜地の高さ（Ｈ） 

横断測線上の下端と上端の標高差 

（３）急傾斜地の下端に隣接する急傾斜地以外の土地の傾斜度（θd） 

下端から下方における危害のおそれのある土地の範囲の平均勾配 

【解 説】 

急傾斜地の高さと傾斜度は、告示式による土石等の移動による力、堆積による力を計算

する上で重要なパラメーターの一つであり、危害のおそれのある土地等の区域の把握に

影響するため、上記の基準により設定を行う。 

急傾斜地の傾斜度と高さの設定基準を図示すると、図Ⅱ‐1.9 のとおりとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ‐1.9 急傾斜の高さ・傾斜度 

 

 急傾斜地の下端に隣接する急傾斜地以外の土地の傾斜度（緩傾斜地の傾斜度：θd）は、

著しい危害のおそれのある土地の区域設定（土石等の移動による力で設定される区域）に

用いるパラメーターである。 

緩傾斜地の傾斜度は、急傾斜地の下端に隣接する土地がほぼ平坦である場合や宅地造成

された人工改変地の場合は 0 とする。 

一方で、急傾斜地の下方に緩傾斜地が連続する自然斜面においては、下端から下方にお

ける危害のおそれのある土地の範囲（Ⅱ.2.1 参照）の平均勾配をもって緩傾斜地の傾斜度

とする。ただし、危害のおそれのある土地の範囲内で一様な緩傾斜地が収まる場合は、下

端から平坦な土地までの傾斜度の値を用いる。 

下端 

高さ H 

上端 

傾斜度θu 
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①急傾斜地下端に隣接する土地の形状が複雑で、下端近傍に斜度 15°未満の土地を有する

場合は、著しい危害のおそれのある土地の範囲（Ⅱ.2.2 参照）を試算（この際に緩傾斜

地の傾斜度は当該土地の傾斜度と設定）し、その範囲が 15°未満の土地の中に収まれば、

緩傾斜地の傾斜度はその値を用いる。 

②急傾斜地下端に階段地形がある場合(h1 と(L1+L2)のように一連斜面とした場合は 30°

ない場合)は、斜面崩壊が生じても各平坦部分で減衰し、緩斜面のように土砂が押し出て

いくことは無いと考えられるため、急傾斜地下端に隣接する土地の形状が階段地形で崩

壊土砂の減衰が見込める場合は、上段緩傾斜地 L1 の傾斜角θd’を用いる。ただし、著

しい危害のおそれのある土地の下端が上段緩傾斜地と下段傾斜地の間の急傾斜地にかか

る場合はこの斜面の法尻の遷緩点を著しい危害のおそれのある土地の下端とする。 

 

急傾斜地の下端に隣接する急傾斜地以外の土地の傾斜度についての考え方を図Ⅱ‐1.10

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※RED とは著しい危害のおそれのある土地の範囲のことである 

図Ⅱ‐1.10 急傾斜地の下端に隣接する急傾斜地以外の土地の傾斜度についての考え方 

START 

 
θd’を使用して計算

したRED※が勾配変化点

手前で収まる 

 下端に隣接する土地が 

平坦である 

 下端に隣接する土地に

傾斜が連続してある 

 下端近傍に斜度(θd')が

15 度未満の土地がある 

θdを 0 として区域設定 

一様な傾斜角をθd とし

て区域設定 

（図Ⅱ-1.11（1）参照） 

下端から危害のおそれのあ

る土地までのなす角をθd

として区域設定 

（図Ⅱ-1.11（1）参照） 

 

θd’＝θd として区域設定 

（図Ⅱ-1.11（2）参照） 

YES 

NO 

YES 

YES 

YES 

NO 

 

 NO 
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図Ⅱ‐1.11 緩傾斜地斜面がある場合の緩傾斜地の傾斜度 

(2)下端近傍に斜度 15°未満の土地を有する斜面の場合 

(1)緩傾斜地が連続する自然斜面の場合（θd を採用） 

下端 

高さ H 

上端 

Ａ点とＢ点を結んだ

平均勾配を緩傾斜地

の傾斜度θd 

2H（もしくは 50m） 

危害のおそれのある 

土地の先端 

Ｂ 

Ａ 

下端 

高さ H 

上端 
2H（もしくは 50m） 

危害のおそれのある 

土地の先端 

斜度 15°未満の比較的緩い斜面又は

平地小段が存在する 

θd’を考慮して試算した 

著しい危害のおそれのある土地 

θd’ 

L1L2

h1
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【机上調査】 

机上調査では、下端・上端の仮設定結果から傾斜度と高さを求める。 

 

【現地調査】 

現地調査では、机上調査で求められた数値について、適当であるかを確認する。 

急傾斜地の高さは、長大斜面においては現地での把握は困難であるが、小規模斜面の場

合、ポール、テープ等の簡易計測により把握可能となる。 

急傾斜地の傾斜度については、見通しのよい斜面であれば、クリノメータ等で簡易計測

することができる。また、小規模斜面であればポール、テープ等の簡易計測により把握可

能となる。 

緩傾斜地の傾斜度については、急傾斜地下端に接する土地が、平坦地とみなせるかどう

か、緩傾斜地の傾斜度を設定した場合にはその値が適当であるかを判断する。 
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１.２ 地質調査 

１.２.１ 土質定数の設定方法 

土質定数は、当該箇所における既往調査等で採用されている値が利用できる場合に

はこれを用いる。それらの資料で参考となる数値が得られなかった場合には、調査対

象斜面の表層土質を参考に、一般的な値を用いる。 

【解 説】 

土質定数は、告示式による土石等の移動による力、堆積による力を計算する上で重要

なパラメーターの一つであり、著しい危害のおそれのある土地の範囲に影響する。 

土質定数については、ボーリング等地質調査の結果や付近の急傾斜地崩壊対策工事等

で採用されている値が利用できる場合には、これを用いる。既存資料で参考となる数値

が得られなかった場合には、調査対象区域周辺の表層地質図や現地調査の結果等を参考

に、一般的な土質定数を用いる。 

 

【机上調査】 

机上調査では、以下の既存資料を参考として土質および土質定数を想定する。 

・ 当該箇所のボーリング調査資料、土質試験資料 

・ 急傾斜地対策工事設計図書類 

また、上記資料が得られない場合、以下の既存資料を参考とする。 

・ 急傾斜地崩壊危険箇所調査報告書に記載された当該箇所の地質状況 

・ 斜面カルテに示された当該箇所の地質状況 

・ 表層地質図 

 

【現地調査】 

現地調査は、机上調査で想定した土質・土質定数の適切性および適用される斜面範囲

を評価することを目的として実施する。また、有意な既存資料が得られなかった斜面で

は、表層土質を特定するために実施する。 

現地調査は、斜面下方からの目視調査を原則とし、基盤地質（地盤の状況）や表層地

質（地表の状況）を確認する。当該箇所において確認が困難な場合には、地形条件等が

同様な周辺斜面の情報を参考に推定する。 
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１.２.２ 土質定数 

当該急傾斜地の崩壊によって生ずる土石等の移動の力、堆積の力を想定するため、告

示式に用いる下記の土質定数等を設定する。 

１ 土石等の比重（σ） 

２ 土石等の容積濃度（ｃ） 

３ 土石等の密度（ρm） 

４ 土石等の流体抵抗係数（ｆb） 

５ 土石等の単位体積重量（γ） 

６ 土石等の内部摩擦角（φ） 

【解 説】 

上記枠内に示した土質定数は、告示式による土石等の移動による力、堆積による力を

計算する上で重要なパラメーターの一つであり、著しい危害のおそれのある土地の範囲

に影響する。 

 

(1)土質定数 

一般的な土質定数の値として、表Ⅱ‐1.3 を参考とする。 

 

表Ⅱ‐1.3 土質定数等の一覧 

項  目 記  号 単  位 参考値 

 土石等の比重 σ ― 2.6 

 土石等の容積濃度 ｃ ― 0.5 

 土石等の密度 ρｍ t/m3 1.8 

 土石等の単位体積重量  γ kN/m3 表Ⅱ‐1.4 

 土石等の内部摩擦角 φ ° 表Ⅱ‐1.4 

 土石等の流体抵抗係数 ｆｂ ― 0.025 

 建築物の壁面摩擦角   δ ° φ×2/3 

 

 

 土石等の単位体積重量（γ）および土石等の内部摩擦角（φ）については、現地調査や既

存資料より、表Ⅱ‐1.4 を参考に値を定める。 
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表Ⅱ‐1.4 土質と単位堆積重量および内部摩擦角 

卓越する表層土質

の種類 

単位体積重量 

（kN/m3） 

内部摩擦角 

（°） 

礫質土 18 30 

砂質土 17 25 

粘性土 14 25 

土質が混在し区分

が困難な場合 
17 30 
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１.３ 対策施設状況調査 

１.３.１ 対象とする対策施設 
対策施設の調査対象は、土砂災害等を防止・軽減するための以下の効果を有する対

策施設とする。 

・ 急傾斜地を崩壊させない効果 

・ 急傾斜地の崩壊により生ずる土石等の量を減少させる効果 

・急傾斜地の崩壊により生ずる土石等を保全すべき地域に到達させない効果 

【解 説】 

上記効果を有する対策施設は、「崩壊等を防止するために急傾斜地自体に施工された対

策施設（原因地対策）」もしくは「待受け式擁壁工」とする。これらの対策施設に相当す

る構造物は、防災施設として公共事業により整備され、適正に管理されている施設であ

る。この条件に該当する対策施設としては、次のようなものがあり、種類としては表Ⅱ

‐1.5 のとおりである。 

ア 急傾斜地対策事業によるもの 

イ 治山事業によるもの 

ウ 上記のア、イ以外によるものについては、設計図書等で急傾斜地崩壊対策事業な

いし治山事業の設計基準に準拠して設計された施設で、「崩壊を防止する機能を有

している」ことが確認できたもの 

 

「急傾斜地を崩壊させない効果」とは、原因地対策施設が急傾斜地全体にわたり施さ

れている場合をいう。 

「急傾斜地の崩壊により生ずる土石等の量を減少させる効果」とは、原因地対策が急

傾斜地の一部に施されている場合をいう。 

「急傾斜地の崩壊により生ずる土石等を保全すべき地域に到達させない効果」とは、

待受け式擁壁工が施されている場合をいう。 
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表Ⅱ‐1.5 対策工種及び調査項目 

区 分 工 種 調査項目 

のり切 のり切 

不安定土塊（オーバーハ
ング、浮石等）を除去す
る切土工 

延長・高さ・事業種・施工年 

斜面形状を改良する（緩
勾配化、高さ低減等）切
土工 

延長・高さ・事業種・施工年 

急傾斜地の崩
壊を防止する
ための施設の
設置 

土 

留 

擁壁工 

石積工・ブロック積擁壁
工 

延長・高さ・事業種・施工年 

もたれコンクリート擁壁
工 

延長・高さ・擁壁天端の幅・事業
種・施工年 

重力式コンクリート擁壁
工 

延長・高さ・擁壁天端の幅・事業
種・施工年 

コンクリート枠擁壁工 延長・高さ・事業種・施工年 

アンカー工 
グラウンドアンカー工及
びロックボルト工 

事業種・施工年 

杭工 
 
 

事業種・施工年 

押さえ盛土工 
 
 

延長・高さ・盛土の幅・事業種・
施工年 

柵工 
土留柵工 
 

延長・高さ・事業種・施工年 

の
り
面
保
護
施
設 

張工 
石張・ブロック張工 
コンクリート板張工 

延長・高さ・事業種・施工年 

コンクリート張工 延長・高さ・事業種・施工年 

植生工 
張芝工等 
 

延長・高さ・事業種・施工年 

吹付工 
モルタル・コンクリート
吹付工 

延長・高さ・事業種・施工年 

のり枠工 
プレキャスト枠工 延長・高さ・事業種・施工年 

現場打コンクリート枠
工・現場打吹付枠工 

延長・高さ・事業種・施工年 

柵工 
編柵工 
 

延長・高さ・事業種・施工年 

ジャカゴ工 
ジャカゴ工 
フトンカゴ工 

延長・高さ・事業種・施工年 

排
水
施
設 

地表水排除工 
  

地下水排除工 
  

土石等を堆積させ
るための施設の設
置 

待受け式擁壁
工 

 
 

延長・斜面下端から擁壁までの距
離・擁壁ポケット部の高さ・擁壁
天端の幅・法勾配・擁壁の材質・
事業種・施工年 
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１.３.２ 対策施設の状況調査 

 調査対象箇所において対策施設が整備されている場合は、工種・延長・事業種別等を

調査する。 

【解 説】 

調査対象箇所において対策施設等の有無について調査し、対策施設等がある場合は工

種を特定し、記録する。記録する内容は、以下の通りである。また、施設種類ごとの調

査項目を表Ⅱ‐1.5 に示す。 

 

(1)種類 

把握した施設の種類について表Ⅱ‐1.5 に示す項目に区分する。 

(2)延長・敷設範囲 

工種ごとに急傾斜地下端に平行した延長を把握する。 

平面図および横断面図上での対策施設の範囲を把握する。 

(3)構造・材質 

設計・施工資料等から内部構造や材質に関する情報を得る。 

(4)事業種別・施工時期 

対策施設等の事業種については既存資料や現地での銘板確認、聞き取り調査等に

よって明らかなもののみ記載し、不明なものについてはすべて「不明」とする。施

工年についても同様とする。 

事業種別の区分は次による。 

・急傾斜地崩壊対策事業（県） 

・治山事業（国、県） 

・その他の事業（国、県、市町村） 

・公団・組合などによる事業 

・個人施設 

・不明 

(5)待受け擁壁の寸法・容量 

待受け式対策施設の寸法・ポケット容量は、以下の項目を把握する。 

・急傾斜地下端から擁壁下端までの距離（dl） 

・擁壁天端から急傾斜地方向に引いた水平線が急傾斜地と交わる点までの距離

（dh） 

・擁壁ポケット部の高さ（h） 
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・擁壁の高さ（h0） （竣工図書等により確認する。） 

・擁壁の天端幅（ｗ） 

・擁壁の前面法勾配・背面法勾配（1:n、1:n’） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ‐1.12 待受け式擁壁の計測箇所 

 

(6)ストーンガード諸元 

待受け式対策施設の上部にストーンガードが設置されている場合は、その設置区

間と次の項目を把握する。 

・支柱高（ｈsg） 

・柵天端から急傾斜地方向に引いた水平線が急傾斜地と交わる点までの距離（dp） 

(7)原因地対策施設のある斜面の残斜面 

対策施設より上部に自然斜面を含む未対策の急傾斜地（残斜面）がある場合、横

断面図ごとに残斜面の高さを求める。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ‐1.13 残斜面の模式図 

 

急傾斜地の下端 
h1 

H 

急傾斜地の上端 

残斜面の高さ：H－h1 

dl 

dh 

h0 

W 

単位幅 

1:n 

1:n’ 

dp 

ｈsg 

h 
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【机上調査】 

机上調査では、以下の既存資料を参考として対策施設の諸元を把握する。 

・ 急傾斜地対策工事設計図書類 

・ 設備台帳 

・ 斜面カルテ 

 

【現地調査】 

現地調査では、机上調査では取得できなかった項目の情報について調査する。 
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１.３.３ 原因地対策施設の効果評価 

 原因地対策の効果とは、急傾斜地の崩壊を押さえる効果であり、想定される崩壊に対

して、十分な原因地対策効果があると判断される施設がある場合は、その効果を評価す

る。 

【解 説】 

(1)評価する施設 

のり面保護工のうち、原因地対策の効果があると考えられる対策工は、表Ⅱ-1.6 のと

おりである。なお、これ以外の対策施設についても、想定される崩壊規模に対して十分

な原因地対策効果があると判断される場合は評価してよい。 

 

表Ⅱ‐1.6 原因地対策の効果がある施設 

土 

留 

擁壁工 

石積・ブロック積擁壁工 

もたれコンクリート擁壁工 

重力式コンクリート擁壁工 

コンクリート枠擁壁工 

アンカー工 
グラウンドアンカー工及びロックボル

ト工 

杭工  

押さえ盛土工  

柵工 土留柵工 

の
り
面
保
護
施
設 

張工 

石張・ブロック張工 
コンクリート版張工 

コンクリート張工 

吹付工 モルタル・コンクリート吹付工 

のり枠工 

プレキャスト枠工 

現場打コンクリート枠工 
現場打吹付枠工 

柵工 編柵工 

蛇かご工  
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(2)効果評価基準 

 原因地対策は、急傾斜地内の全体に設置されているか、部分的に設置されているかに

よって効果が異なる。施工位置別の原因地対策工の効果評価は、図Ⅱ-1.14 を基準に判

断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ‐1.14 原因地対策工の効果評価基準 

 

 ここでの「移動による力」「堆積による力」は、「2.2 著しい危害のおそれのある土地

の区域設定」に記載されている。 

 同一斜面内に複数の原因地対策施設があり、残斜面の取り扱いが特殊な場合は、別途

協議の上効果評価を行うものとする。 

 

① 既設の構造物の設置が斜面全体（ケース 1） 

原因地対策工が急傾斜地の下端から上端にかけて斜面全体に設置されている場合、

力は生じないこととする。 

ケース１ 
力は生じない 

スタート 

ケース２ 
移動による力は、既設

構造物がないものと

して計算する 
堆積による力は、残斜

面について計算する 

ケース３ 

移動による力、堆積

による力は下側の

残斜面について計

算する 

 
既設構造物の設置

が急傾斜地全体 

 
既設構造物の設置

が急傾斜地下部 

YES NO 

YES NO 

ケース４ 

既設構造物の効果

がないものとする 

 
既設構造物が十分

固定されている 

YES NO 
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② 既設構造物の設置が急傾斜地下部（ケース 2） 

 既設構造物の設置が急傾斜地下部にある場合、急傾斜地の崩壊は既設構造物の上方

で発生すると考えられる。そのときの効果を考慮して、既設構造物が急傾斜地下部に

ある場合の区域設定に用いる急傾斜地の高さは、図Ⅱ‐1.15 のように設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ‐1.15(1) 移動による力を計算する際の斜面高さと傾斜度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ‐1.15(2) 堆積による力を計算する際の斜面高さと傾斜度 

 

区域設定に用いる斜面高さ

区域設定に用いる傾斜度

区域設定に用いる斜面高さ

区域設定に用いる傾斜度
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③ 既設構造物の設置が急傾斜地上部（ケース 3、ケース 4） 

 既設構造物の設置が急傾斜地上部にある場合、急傾斜地の崩壊は既設構造物を巻き

込んで発生する可能性が考えられる。そのときの効果を考慮して、既設構造物が急傾

斜地上部にある場合の区域設定に用いる急傾斜地の高さは、図Ⅱ‐1.16 のように設定

する。 

 なお、既設構造物が急傾斜地上部にある場合でも、根入れが崩壊深以上とれている

安定な構造物の場合や、グラウンドアンカー等により固定されており、あきらかに崩

壊しないと想定される場合は効果を評価してよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ‐1.16(1) 既設構造物が急傾斜地上部にある場合の 

斜面高さと傾斜度（ケース４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図Ⅱ‐1.16(2) 急傾斜上部に既設構造物があるが、明らかに 

崩壊しないと想定される場合の斜面高さと傾斜度（ケース３） 

区域設定に用いる傾斜度  

区域設定に用いる斜面高さ

区域設定に用いる傾斜度
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１.３.４ 待受け対策施設の効果評価 

 待受け式擁壁工とは、待受け式コンクリート擁壁工などの土石等を堆積させる十分な

ポケットがある対策施設をさす。 

 崩壊土石等の移動の力および堆積の力に対して安全であると判断される場合、ポケッ

ト高 1ｍ以上かつポケット容量が崩壊土量の単位長さあたりの値以上であれば効果が

あるものとする。 

【解 説】 

待受け式擁壁工の効果は、急傾斜地の崩壊によって生じた土石等を人家に到達させな

いことである。 

高さ 10m 未満（調査対象となる最低限）の急傾斜地における最大崩壊土量Ｖ(m3)の単位

長さあたりの土砂量は 2.9m3 である。（表Ⅱ‐1.8 参照）また、想定する崩壊土石の移動

高が 1.0ｍであるこのため、これらの数値を採用基準とする。 

 

(1) 待受け式擁壁工の効果評価 

 待受け式擁壁工の効果は、図Ⅱ‐1.17 のフローにしたがい評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタート 

既設待ち受け式擁壁

はないものとして計

算する。 

移動の力は生じない。 
堆積の力は、既設待ち受け式擁

壁がないものとして計算する。

土圧は残斜面について計算す

る。 

移動の力は生じない。 

堆積の力は、既設待ち受け式擁

壁の容量を越える土砂量を対

象に計算する。 

 
移動の力に対し

て安全か 

 
堆積の力に対し

て安全か 

NO 
YES 

NO YES 

擁壁の高さは十分か 

力は生じない。 

YES NO 

 

図Ⅱ‐1.17 待受け式擁壁工の効果評価基準 

待受け式擁壁工の効果は以下のように判断する。（①～③の計算例を巻末に示す） 
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① 移動の力に対する安全性 

土石等が当該対策施設に衝突した場合の移動の力を外力として、滑動、転倒、

沈下について安定計算を行う。 

待受け擁壁が受ける崩壊土砂の衝撃力（F）は、以下のとおりとする。 

F=α・Fsm 

Fsm：移動の力（ｋN／ｍ２） 

       α ：衝撃力緩和係数（α＝0.5） 

この時の滑動に対する安全率は 1.0 とする。 

② 堆積の力に対する安全性 

土石等が当該対策施設のポケットに水平に堆積した場合の土圧を外力として、

滑動、転倒、沈下について安定計算を行う。 

この時の滑動に対する安全率は 1.2 とする。 

③ ポケット容量に関する安全性 

 土石等が当該対策施設のポケットに水平に堆積した場合（②の場合）に、崩壊

土量を補足できるかどうかを判断する。待受け式擁壁の上部にストーンガードが

設置されている場合、ストーンガードの高さまで堆積するものとしてよい。（②

の場合も同様） 
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１.４ 過去の災害実態調査 

１.４.１ 過去の災害実態調査 

 過去の災害実態調査は、災害報告書のほか、災害関連緊急砂防事業の資料等を収集し、

整理する。収集した資料は、基礎調査に利用可能なデータとして蓄積していくために、詳

細かつ統一的な様式で整理する。 

【解 説】 

過去の災害実態調査は、災害報告書等から対象急傾斜地の災害の有無や発生状況を明ら

かにする目的で実施する。ここで整理した災害実態は、おもに土質定数を設定するための

基礎資料として利用する。また、災害記録を整理・蓄積することにより、５年ごとに実施

される基礎調査の優先順位等の資料として利用する。 

 ここで調査・整理する災害諸元は、以下の通りである。 

① 発生年月日、発生時刻、発生位置 

② 崩壊の規模 

③ 人的被害の状況（死者・負傷者の数）、被災家屋の構造（木造・非木造）、 

 被害程度（全壊・半壊・一部破損）及び被災戸数、斜面からの距離 

④ 降雨量 

⑤ その他（土質定数等） 

 

(1) 発生年月日、発生時刻、発生位置 

① 発生年月日 

 発生年月日については、西暦を用いる。 

② 発生時刻 

 発生時刻については、24 時間法を用いて、極力分単位まで記録する。時、分が不明

な場合は「不明時」「不明分」とし、「夕方」「深夜」等のおおむねの時間帯がわかる場

合はその旨記録する。 

③ 発生位置 

 災害発生位置については崩壊地の中央を通る横断測線が急傾斜地の下端と交わる点

の位置を平面直角座標系の（Ｘ，Ｙ）（ｍ）で記録する。 

 

(2) 崩壊の規模の把握方法 

 崩壊の規模については、資料のある範囲内で以下の精度・単位で取りまとめる。 
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表Ⅱ‐1.7 崩壊の規模の把握方法 

記号 項 目 単位 精 度 記号 項 目 単位 精 度 

Ｈ１ 急傾斜地の高さ ｍ 小数点第１位 θ 急傾斜地の傾斜度 ｍ 小数点第１位 

Ｈ２ 崩壊高 ｍ 小数点第１位 Ｄ 崩壊深 ｍ 小数点第１位 

Ｗ１ 崩壊幅 ｍ 小数点第１位 Ｗ２ 土石等の広がり幅 ｍ 小数点第１位 

Ｌ１ 崩壊長 ｍ 小数点第１位 Ｌ２ 土石等の到達距離 ｍ 正数 

－ 土石等の量（実績） ｍ3 正数     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ‐1.18 崩壊状況の模式図 

 

(3) 人的被害の状況（死者・負傷者の数）、被災家屋の構造（木造・非木造）、 被害程度

（全壊・半壊・一部破損）及び被災戸数 

①人的被害 

 人的被害については、当該崩壊による被害人数を記録し、死者、行方不明者、負傷者

に区分して記録する。また、負傷者については、軽傷、重傷に区分し、区分が不可能な

場合は一括して負傷者として記録する。 

②家屋被害 

 家屋被害については、当該崩壊による被害棟数を記録し、構造による区分（木造、非

崩壊頭部 

W1
Ａ Ａ’

Ａ’

Ａ 

崩壊前地盤線

L2

W2

H1

H2

D 

L1

θ 
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木造）、被害程度による区分（全壊、半壊、一部破損）を行い、区分が不可能な場合は、 

一括して記録する。また、斜面下端から被災家屋までの距離が把握できる場合は、合わ

せて記録する。 

 

(4) 降雨量 

 降雨量については崩壊発生までの連続雨量、24 時間雨量および崩壊発生直前の１時間

雨量、10 分間雨量等について調査を行う。記載にあたってはこれらのいずれの値である

かを明示する。 

 

(5) 災害実態データのとりまとめ 

 将来的に利用可能なデータとして蓄積するために、詳細かつ統一的な様式で整理する

ことが望まれる。災害実態データのとりまとめに関しては、「砂防関係事業災害対策の手

引き（改定新版）国土交通省砂防部監修」に記載されている災害報告の様式を参考にと

りまとめることができる。 

 なお、位置情報、雨量情報等あれば、別添資料として添付しておく。 

 

(6) その他 

 災害調査等において把握された土質定数が記されている場合は、その値を記録する。 

土質定数については、その調査方法についても明示する。 

  例：隣接斜面による現地試験、隣接斜面による室内サンプル試験 等 
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１.４.２ 想定される崩壊規模等の設定 

 当該急傾斜において想定される崩壊規模を設定する。これらの諸条件は、急傾斜地の崩

壊によって生ずる土石等の移動の力、堆積の力を想定するために用いる。 

・ 崩壊規模（V） 

・ 崩壊幅（W） 

・ 土石等の移動の高さ（hsm） 

【解 説】 

想定崩壊規模（V）の設定は、急傾斜地の高さをもとに、表Ⅱ‐1.8 から選択して採用

する。これは、全国のがけ崩れ災害データから斜面高さ毎に区分した崩壊土量の 90％値

である。 

 

表Ⅱ‐1.8 急傾斜地の高さと想定崩壊土量・想定崩壊幅の関係 

急傾斜地の高さ 

（H:単位ｍ） 

想定崩壊土量 

（V:単位 m3） 

想定崩壊幅 

（W:単位ｍ） 

単位長さあたり

の土量 

(V/W:単位 m3/m) 

5≦H＜10 40 14 2.9 

10≦H＜15 80 17 4.7 

15≦H＜20 100 19 5.3 

20≦H＜25 150 21 7.1 

25≦H＜30 210 24 8.8 

30≦H＜40 240 25 9.6 

40≦H＜50 370 29 12.8 

50≦H 500 32 15.6 

 

崩壊による土石等の移動の高さ（hsm）は、1.0ｍとする。 

土砂災害防止法による基礎調査では、急傾斜地の表層崩壊を対象として危害のおそれ

がある土地等の把握を行う。表層崩壊は、急傾斜地の風化層が降雨、地震等により落下

して発生することが多い。全国的にみて最大崩壊深は 2.0m 以下に集中しており、その

崩壊深の 1/2 倍として土石等の移動の高さを 1.0m と設定する。 

 

崩壊により生じた土石等は、①まず、建築物に対し移動の力が作用し、②その後、堆

積の力が作用するという２段階の力が作用するものと考えられる。移動の力は、どの作

用面をとっても単位面積当たりは一様な大きさが作用する（矩形）ため、その高さを 1.0m

としている。一方、堆積の力の大きさは単位面積当たりの力が地上面との距離に反比例

（三角形分布）することから、その高さは地上面との距離に応じて算出する。 
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２．危害のおそれのある土地等の区域設定 

２.１ 危害のおそれのある土地の区域設定 

２.１.１ 設定条件 

横断面上において、危害のおそれのある土地は次の通りとする。 

ア 傾斜度が30度以上で高さが5m以上の土地 

イ 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の土地 

ウ 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍（50mを超える場合は50m）以内の土地

の区域（ただし、地形状況により明らかに土石等が到達しないと認められる土地

は除く） 

【解 説】 

横断面における危害のおそれのある土地の概念図を図Ⅱ‐2.1 に示す。 

 

下
端

上
端

高さh(5m以上）

傾斜度θ(30度以上）

2h(50mを超える場合は50m） 急傾斜地 10m

危害のおそれのある土地

傾斜度30度を切る地点

図Ⅱ‐2.1 危害のおそれのある土地の範囲 
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２.１.２ 急傾斜地上方の区域設定方法 

 急傾斜地上端に隣接する土地における危害のおそれのある土地は、急傾斜地上端と

上端から10ｍの距離の地点に囲まれる範囲であり、下記のように延長する。 

・ 急傾斜地上端から上方への延長方向は、隣り合う横断測線で設定された上端

同士を結んだ線（上端線）がなす角の２等分線方向とする。 

・ 急傾斜地の左右端での延長方向は上端を結んだ線の直角方向とし、この直角

方向線に挟まれた範囲を危害のおそれのある土地とする。 

【解 説】 

区域設定のイメージを図Ⅱ‐2.2 に示す。 

 

 

 

上端 

下端 

横断測線 

横断測線上に設定した上端点 

横断測線上に設定した下端点 

下端点を起点とした下端線の２等

分線方向 

下端線 

危害のおそれ土地境界 

上端線 

図Ⅱ‐2.2 危害のおそれのある土地の区域設定説明図 
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２.１.３ 急傾斜地下方の区域設定方法 

 急傾斜地下方に隣接する土地における危害のおそれのある土地は、急傾斜地と急傾

斜地下端から斜面高さの2倍（上限50ｍ）の距離の地点に囲まれる範囲であり、下記の

ように延長する。 

・ 急傾斜地下端から下方への延長方向は、隣り合う横断測線で設定された下端

同士を結んだ線（下端線）がなす角の２等分線方向とする。 

・ 急傾斜地の左右端での延長方向は下端を結んだ線の直角方向とし、この直角

方向線に挟まれた範囲を危害のおそれのある土地とする。 

【解 説】 

区域設定のイメージは図Ⅱ‐2.3 のとおりである。 

なお、延長方向である２等分線による展開線が交差する場合は、原則として次のとお

りとする。 

 
 

上端 

下端 

① 連続線で結ぶ。このとき境

界線はクロスする。 

② 外線を境界線とする。 

 

図Ⅱ‐2.3 2 等分線による区域展開線が交差する場合の対処 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



急-55 

２.２ 著しい危害のおそれのある土地の区域設定 

２.２.１ 設定条件 

著しい危害のおそれのある土地とは、「危害のおそれのある土地」のうち、急傾斜地

の崩壊に伴う土石等により建築物に作用すると想定される以下の力が、通常の建築物の

耐力を上回る土地の区域である。 

① 土石等の移動により建築物に作用すると想定される力（以下「移動による力」

という） 

②土石等の堆積によって生じる力（以下「堆積による力」） 

【解 説】 

各横断測線で設定される著しい危害のおそれのある土地の概念図を図Ⅱ‐2.4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ‐2.4 著しい危害のおそれのある土地の区域模式図 

 

移動による力、堆積による力および通常の建築物の耐力を求める方法は、国土交通省

告示第 332 号（平成 13年 3月 28 日）に規定されている。 

「著しい危害のおそれのある土地」は、移動による力（Fsm）と体積による力（Fsa）の

算出を行い、それぞれの力が建築物の耐力（P1）を上回る土地の範囲を「著しい危害の

おそれのある土地」として設定する。 

区域設定の流れを次頁に示す。 

急傾斜地の下端に 
隣接する土地 
急傾斜地の崩壊に伴う土石等による力

が建築物の耐力を上回る区域 

急傾斜地 

高さ H（=5m 以上） 

10m 以内 2H(50m を越える場合は 50m) 

傾斜度30°以

上 

危害のおそれのある土地 

著しい危害のおそれのある土地 

 

急傾斜地内の区域 

5m（最小） 
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図Ⅱ‐2.5 著しい危害のおそれのある土地の区域の設定フロー 

移動による力（Fsm）の算出 堆積による力（Fsa）の算出 

崩壊による移動高（hsm）の設定 崩壊による土石等の量及び 

堆積幅の設定 

崩土の土質定数等（σ,c,ρm,γ,φ,fb,δ） 

の設定 

下端からの距離（x）に応じた 

崩土の堆積高（h）の計算 
下式により下端からの水平距離（x）に応じ

て力（Fsm）を算定（急傾斜地上も準用する） 

( ) )(

( ) } ( )

( )( ) ]sm

d

smdu

2

usm

u

msm

/2-exp1

/2-expcos

sin/2-exp1F

ｈａｘ－
ａ

ｂ
　　　＋

ｈａｘ－θθ　　　・

θｈａＨ－
ａ

ｂ
ｇｈ＝ρ 









 下式により下端からの水平距離（x）に

応じて力（Fsa）を算定（急傾斜地上も準

用する） 

( ){ }2

2

sa

/cossinsin1cos

cos
F

δφφ＋δ＋δ

φγｈ
＝  

Fsm が建築物の耐力（P1）を上回る土地の範

囲の設定 

Fsaが建築物の耐力（W1）を上回る土地の

範囲の設定 

両者の範囲のうちいずれかに該当する範囲を「著しい危害のおそれのあ

る土地」の区域とする。さらに、以下に示す区域に区分する。 

・ 移動高（hsm）が１m 以下の場合、移動による力（Fsm）が 100 kN/m2を

越える区域及びそれ以外の区域 

・ 堆積高（h）が３m を越える場合、堆積高が３m を越える区域及びそれ

以外の区域 
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(1)移動による力 

土石等の移動による力（Fsm）の算出は、国土交通省告示第 332 号（平成 13 年 3 月 28

日）に規定された次式を用いて行う。 

上式における変数は以下に示すとおりである。 

 

Ｆsm：急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により建築物の地上部分に作用する

と想定される力の大きさ(kN/m2) 

bu, bd：b の定義式に含まれるθにそれぞれθu、θd を代入した値  

x ：急傾斜地の下端からの水平距離（m）  

H ：急傾斜地の高さ（m） 

hsm  ：急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動の高さ（m） 

θu ：急傾斜地の傾斜度（°） 

θd ：当該急傾斜地の下端からの平坦部の傾斜度（°） 

ρｍ：土石等の密度(（t/m3） 

g ：重力加速度（m/s2） 

σ ：急傾斜地の崩壊に伴う土石等の比重 

c ：急傾斜地の崩壊に伴う土石等の容積濃度 

ｆb ：急傾斜地の崩壊に伴う土石等の流体抵抗係数 

φ ：急傾斜地の崩壊に伴う土石等の内部摩擦角（°） 

 

 

 

 

 

bf
11)c(σ

2
a
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=

tanφ}
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 (2)移動による力に対する建築物の耐力 

移動の力に対する通常の建築物の耐力（P1）の算出は、国土交通省告示第 332 号（平

成 13年 3月 28 日）に規定された次式を用いて行う。 

 

P1 ：移動による力に対する通常の建築物の耐力(kN/m2) 

H1 ：急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により力が通常の建築物に作用する場合の

土石等の高さ（m） 

 

このとき、移動による力が建築物に作用する高さ（H1）は、「hsm  ＝急傾斜地の崩壊

に伴う土石等の移動の高さ 1.0ｍ」を用いる。 

 

(3)堆積による力 

土石等の堆積による力（Fsa）の算出は、国土交通省告示第 332 号（平成 13 年 3 月 28

日）に規定された次式を用いて行う。 

 

上式における変数は以下に示すとおりである。 

Fsa ：急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により建築物に作用すると想定される力の

大きさ（kN/m2） 

h ：急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積高さ(m) 

φ ：急傾斜地の崩壊に伴う土石等の内部摩擦角(°) 

γ ：急傾斜地の崩壊に伴う土石等の単位体積重量 (kN/m2) 

δ ：建築物の壁面摩擦角(°) 

 

このとき、堆積高さの算出にあたっては、まず水平に土砂が堆積するときの堆積高（h1）

を算出し、得られた値をもとに土砂が堆積勾配をもって堆積するときの堆積高（h）を求

める。 

 

( )11

1
H5.6H

35.3
P

−
=

2

2

sa
} cosδ δ)sinφsin(φcosδ｛1

φγhcos
F

++
=
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)90tan(

)90tan(2
2

11

1

u

uSXX
h

θ

θ

−

−⋅++−
=  

h ：土砂が堆積勾配をもって堆積するときの堆積高（ｍ） 

h1：水平に土砂が堆積するときの堆積高（ｍ） 

S ：土砂の断面積（単位あたりの土砂量） 

V ：崩壊土量（m3） 

W ：最大崩壊幅（m） 

θu：斜面勾配（°） 

X1 ：急傾斜地下端からの距離（m） 

 

h
h

WWh ×
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φtan

2
2

2

1
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φ：堆積勾配＝土石等の内部摩擦角（°） 

 

以上より堆積高ｈは、 

2
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図Ⅱ‐2.6 水平に土砂が堆積するときの堆積高の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ‐2.7 土砂が堆積勾配をもって堆積するときの堆積高の概念図 

斜面を背にして正面から見たときの断面 

傾斜度θu

側面から見た断面 

斜面 

堆積高：h

急傾斜地下端からの距離：X１ 

最大崩壊幅(W) 

堆積高：h

堆積勾配φ 堆積勾配φ 

最大崩壊幅(W) 

斜面を背にして正面から見たときの断面

堆積高：h１ 

傾斜度θu

 

側面から見た断面 

斜面

急傾斜地下端からの距離：X１ 

堆積高：h１ S 
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(4)待受け式擁壁工の効果による堆積高さの補正 

崩壊による土石等の量が、待受け式対策工のポケット容量を越える土石等の堆積高に

ついては、ポケット容量を超える土砂の断面積(S1)を求め、擁壁を超えた土石等が擁壁

前方で水平に堆積したときの堆積高（h1’）を算出し、その後、土石等の拡がり(堆積勾

配)を考慮して最終的な堆積高（h’）を算出する。 

1) 土石等が待受け式擁壁のポケット容量を超える土石等の断面積(S1) 

土石等が待受け式擁壁のポケット部に水平に堆積した状態は、下図のように示され

る。 

 

 

 

 

 

 

S：土石等の断面積（m2） 

S1：待受け式擁壁のポケット容量を超える土石等の断面積（m2） 

S2：待受け式擁壁のポケット容量内に堆積する土石等の断面積（m2） 

X2：急傾斜地の下端から待受け式擁壁までの距離（m） 

h2：待受け式擁壁のポケット部で土石等が水平に堆積するときの堆積高（m） 

h2’ ：待受け式擁壁のポケット容量を超える土石等が水平に堆積するときの堆積高（m） 

hf：待受け式擁壁の高さ（m） 
(注：ストーンガードが土圧に対して安定な場合、その高さを hf に含めるものとする) 

θu：急傾斜地の傾斜度(°) 

W：最大崩壊幅（m） 

図Ⅱ-2.8 土石等が待受け式擁壁のポケット部に堆積したときの概念図 

 

土石等が待受け式擁壁のポケット容量を超える土石等の断面積(S1)は 
21 SSS +=  より、 
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2) 待受け式擁壁を超えた土石等が擁壁前方で水平に堆積したときの堆積高（h1’） 

次に、待受け式擁壁を超えた土石等が擁壁前方で水平に堆積したときの堆積高

（h1’）を求める。 

 

 

 

 

 

 

X3：待受け式擁壁の下端からの距離（m） 

h1'：待受け式擁壁のポケット容量を超えて水平に堆積する土石等の堆積高（m） 

θf：待受け式擁壁前面の傾斜度(法勾配)(°) 

図Ⅱ-2.9 待受け式擁壁のポケット容量を超えた土石等が

水平に堆積するときの堆積高 

待受け式擁壁のポケット容量を超えて水平に堆積する土石等の堆積高(h'1)は、次式

により求められる。 

)90tan(
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3) 待受け式擁壁のポケット容量を超えて水平に堆積した土石等が、堆積勾配で堆積し

たときの堆積高(h') 

土石等が待受け式擁壁のポケット容量を超えて、堆積勾配で堆積した状態は、図－

2.10 に示すようになる。 

 

 

 

 

 

 

h'：待受け式擁壁のポケット容量を超えて堆積勾配で堆積する土石等の堆積高（m） 

φ：堆積勾配（°） 急傾斜地の崩壊に伴う土石等の内部摩擦角とする 

        図Ⅱ-2.10 待受け式擁壁のポケット容量を超えた土石等が

堆積勾配で堆積するときの堆積高 
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待受け式擁壁のポケット容量を超えて水平に堆積した土石等が、堆積勾配で堆積し

たときの堆積高(h')は、次式により求められる。 

( )φφφ tantan'4tan
2

1
' 1

22 WWhWh −+=  

 

(5) 土石等の堆積の力に対する建物耐力 

堆積の力に対する通常の建築物の耐力（W1）は、次の式に従い計算する。 

 

 

W1 ：堆積の力に対する通常の建築物の耐力(kN/m2) 

H2 ：急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により力が通常の建築物に作用する場

合の土石等の高さ（m）ただし、上限を 4.2m（適用限界）とする。 

( )22

1
H8.4H

106.0
W

−
=
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(6) パラメーター等の有効桁数 

 「著しい危害のおそれのある土地等」の該当範囲について、急傾斜地の下端から 10cm

刻みで評価する。 

 「著しい危害のおそれのある土地等」を設定するために行う計算に用いるパラメータ

ーや計算結果等の有効桁数はそれぞれ表Ⅱ‐2.1 のように定める。 

 

表Ⅱ‐2.1 計算に用いるパラメーターおよび計算結果等の有効桁数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項  目 記 号 単  位 表示基準 表示例 

急傾斜地の傾斜度 θu ° 小数第２位を四捨五入 35.1 

急傾斜地の高さ H m 小数第２位を四捨五入 41.1 

崩壊防止施設の高さ  m 小数第 2 位を四捨五入 3.5 

残斜面の高さ  m 小数第 2 位を四捨五入 37.5 

  崩壊土砂の断面積 S m２ 小数第 2 位を四捨五入 16.5 

待受け式擁壁の効果の断面積 S2 m２ 小数第 2 位を四捨五入 12.7 

施設効果を上回る土砂の断面積 S3 m２ 小数第 2 位を四捨五入 3.8 

急傾斜地から平坦地に隣接する土地の勾配 θd ° 小数第 2 位を四捨五入 12.0 

緩傾斜部の長さ L ｍ 小数第 2 位を四捨五入 45.4 

移動および堆積の力 Fsm･ Fsa kN/m2 小数第 2 位を四捨五入 7.6 

耐力 P1・W1 kN/m2 小数第 2 位を四捨五入 20.6 

移動、堆積の高さ hsm・h・H1・H2 m 小数第 2 位を四捨五入 3.4 

「 著 し い 危 害 の お そ れ の あ る 土 地 」 の 範 囲  X m 小数第 2 位を四捨五入 12.5 
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２.２.２ 急傾斜地内の区域設定方法 

急傾斜地内は、想定される力が通常の建築物の耐力を上回る地点と急傾斜地下端

で囲まれた範囲を、著しい危害のおそれのある土地として設定する。 

ただし、急傾斜地上端から比高5m下の位置を上限とする。 

【解 説】 

急傾斜地内の著しい危害のおそれのある土地については、横断測線上の任意の点にお

いて土石等が建築物におよぼす力を算出する。その際、算出地点は横断測線上の地表面

の点とし、計算に用いるパラメーターは以下の値を用いて算出する。ここでは斜面上の

任意の点を下端と仮定し、その下端点において土石等が建築物におよぼす力を算出する

計算となる。 

   θu’＝ θu（一定）   θu：急傾斜地全体の傾斜度 

 θd ＝0(°)      θd：当該急傾斜地の下端からの平坦部の傾斜度 

 x  ＝0(ｍ)       x：急傾斜地の下端からの水平距離 

 h  ＝［急傾斜地上端と算出地点との高低差(ｍ)］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ‐2.11 急傾斜地内区域の区分説明図（力の算出概念） 

 算出する力は、「移動による力」が通常の建物耐力を上回る地点ならびに土石等の移

動の高さが 1.0m 以下の場合、建築物に作用すると想定される力の大きさが 100kN/m2と

なる地点、また、「堆積による力」が通常の建物耐力を上回る地点ならびに堆積高 3ｍ

となる地点を算出する。（区域区分は 2.2.3 参照） 

  

 

H：急傾斜地の高さ 

急傾斜地の上端 
ｈ：土石等による力を算出する点

と急傾斜地の上端の高低差 

土石等による力 

(Fsm，Fsa) 

θu：傾斜度 

急傾斜地の下端 
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急傾斜地上端からの比高５ｍ下を著しい危害のおそれのある土地の上限とするのは、

急傾斜地内にて開発行為が行われた場合、残斜面の高さが５ｍ未満ものは、急傾斜地の

条件（斜面高５ｍ以上、傾斜度３０度以上）を満たさなくなるためである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ‐2.12 急傾斜地内の開発行為イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発前の高さ 
５ｍ以上 

急傾斜地の上端 

開発前の傾斜度 

３０度以上 

開発前の下端 

開発後の下端 

開発後の傾斜度 

３０度以上 

開発後の高さ 

５ｍ未満 

急傾斜地とはならなくなる 
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２.２.３ 急傾斜地下方の区域設定方法 
土石等の力と建築物の耐力が釣り合う急傾斜地下端からの距離（X）を算出し、急傾

斜地下端と距離Xの地点に挟まれた範囲を著しく危害のおそれのある土地とする。距離X

の地点は、急傾斜地下端から下記のように延長する。 

・ 急傾斜地下端から下方への延長方向は、隣り合う横断測線で設定された下端

同士を結んだ線（下端線）がなす角の２等分線方向とする。 

・ 急傾斜地の左右端での延長方向は下端を結んだ線の直角方向とし、この直角

方向線に挟まれた範囲を著しい危害のおそれのある土地とする。 

【解 説】 

区域設定のイメージを図Ⅱ‐2.13 に示す。 

 

上端 

下端 

横断測線 

下端点を起点とした下端

線の２等分線方向 

下端線 

著しい危害のおそれ

土地境界 

測線上に設定し

た下端点 

上端線 

図Ⅱ‐2.13 著しい危害のおそれのある土地の区域設定説明図 

 

急
傾
斜
地 

上端から

の比高 

上端 

下端 

横断測線 

100kN/m2 

3m 

区域の境界 

 

横断測線 

3m 

100kN/m2 

区域の境界 

 

図Ⅱ‐2.14 区域の区分設定説明図 
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２.３ 明らかに土石等が到達しない範囲 

 明らかに土石等が到達しないと認められる範囲を設定するために、危害のおそれの

ある土地等の状況について、以下の項目を把握する。 

① 小山・盛土や河川・用水路などの区域内の起伏を呈している等の微地形 

② 掘割構造や盛土構造をなす鉄道・道路などの人工構造物 

【解 説】 

３次元数値地形データを用いた解析や現地調査により、表Ⅱ‐2.2 に示す微地形や構

造物について把握する。土石等が到達しないと判断される微地形の模式図を図Ⅱ‐2.15

に示す。 

表Ⅱ‐2.2 微地形の種類と確認が望ましい項目 

微 地 形 の 種 類 確認が望ましい項目 

河 川 ・ 用 排 水 路 
川岸あるいは水路護岸の位置および深さ、勾配 

川幅あるいは水路幅 

池 ・ 沼 地 分布範囲およびその深さ 

掘 割 構 造 
位置および範囲 
標高差およびその位置 
掘割斜面の勾配 

小 山 
盛 土 構 造 

位置および範囲 
標高差およびその位置 
盛土の勾配 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ‐2.15 明らかに土石等が到達しないと判断される微地形のイメージ図 

 

斜線部をポケット量として見立て、これを上回る土石等であれば、これらを超えて土

石等は移動すると解する。超えて移動する量は、Ｖ－Ｖ1とする。 

急傾斜地の下端 

5m 程度 

危害のおそれのある土地の範囲 

5m 程度 

急傾斜地の下端 

危害のおそれのある土地の範囲 

5m 程度 

急傾斜地の下端 

危害のおそれのある土地の範囲 

3m 以上 

Ｖ１ Ｖ１ 
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Ⅲ編 危害のおそれのある土地の区域等の調査 

 

 設定された危害のおそれのある土地等の区域について、土地利用状況、社会的状況、

警戒避難体制に関する整備状況等を調査する。 

【解 説】 

危害のおそれのある土地等の調査は、「危害のおそれのある土地」及び「著しい危害の

おそれのある土地」として設定した区域の土地利用状況、社会的状況、警戒避難体制に

関する整備状況等を把握し、危害のおそれのある土地等に係わる防災上の基礎的な情報

を得るために行う。 

また、当該土地の開発動向について、必要に応じ、市町村の関係部局からの情報収集

等を通じて調査を行う。開発動向調査の内容は、人口動態、地価動向、都市計画法（昭

和 43年法律第 100 号）に基づく都市計画区域及び準都市計画区域の指定状況、建物の建

築状況、農地の転用状況等であり、これらについて、相当期間にわたる推移確認し、今

後の状況変化を予測するための参考とする。 

調査事項は以下の項目であり、主に机上調査で行うが、必要に応じて現地調査を行う。 

 

(1) 土地利用状況 

(2) 世帯数及び人家戸数 

(3) 公共施設等の状況 

(4) 警戒避難体制 

(5) 関係諸法令の指定状況 

(6) 宅地開発および建築状況 

 

調査結果は、区域調書の各様式にとりまとめるものとする。 
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１．土地利用状況調査（机上） 

【解 説】 

(1) 調査目的 

危害のおそれのある土地等の土地利用状況を把握し、住宅等の新規立地抑制や一定の

開発行為を制限するなど土砂災害危険箇所の拡大を未然に防ぐための基礎資料とする。 

 

(2) 調査内容 

調査結果をとりまとめる危害のおそれのある土地等の区分は、現象毎に表Ⅲ-1に示す

ように異なる。 

表Ⅲ-1.1 土地利用状況のとりまとめ区分 

土砂災害現象 とりまとめ区分 土地利用状況の細分 

急傾斜地の 

崩壊 

急傾斜地の上部 危害のおそれのある土地 

道路、水路、池沼、 

宅地、農地、山林、 

その他 

急傾斜地 
著しい危害のおそれのある土地 

危害のおそれのある土地 

急傾斜地の下部 
著しい危害のおそれのある土地 

危害のおそれのある土地 

土石流 全域（区分なし） 
危害のおそれのある土地 

著しい危害のおそれのある土地 

地滑り 

地滑り区域 危害のおそれのある土地 

地滑り区域の下

部 

著しい危害のおそれのある土地 

危害のおそれのある土地 

調査内容は、表Ⅲ-1に示す土地の区分における利用状況として、道路・水路・池沼・

宅地・農地・山林・その他の有無を把握する。土地利用の具体的な該当項目は次の通

りである。 

 

① 道 路 

［定 義］ 一般の通行に供される土地 

［分類例］ 道路（図面上で幅を持たない道路は周辺の土地利用に含める。） 

鉄道線路（駅の敷地は「宅地」） 

② 水 路 

 ［定 義］ 自然･人工の水部で流れのあるもの 

［分類例］ 河川（砂防えん堤等を含む） 

用・排水路 

 危害のおそれのある土地等の区域における、土地利用状況を資料により調査し、区域調書

の様式にとりまとめる。 
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③ 池 沼 

［定 義］ 自然･人工の水部で流れのないもの 

［分類例］ 湖・池・沼・貯水池・配水池 

 

④ 宅 地 

［定 義］ 建物や施設の敷地およびそれらになり得る状態の土地 

［分類例］ 住宅・工場・神社・仏閣・発電所などの建物や施設の敷地 

       建物が建ち得る空地・駐車場･資材置き場・畜舎 

⑤ 農 地 

［定 義］ 農業･牧畜に利用されている土地 

［分類例］ 田(休耕田を含む)・畑･牧草地･ビニールハウス 

(集荷場・農業倉庫など建物の敷地は｢宅地｣) 

⑥ 山 林 

［定 義］ 木竹が生育している土地 

［分類例］ 樹林(伐採跡地を含む)・竹林・草地（牧草地は「農地」） 

 

⑦ その他 

［定 義］ 未利用地、利用が困難な土地、急傾斜地・地滑り等の施設および①～

⑥に該当しない土地 

［分類例］ 砂礫地・湿地・採鉱地・採石場・墓地・公園（森林公園などの樹林は｢山

林｣、池は｢池沼｣） 

       急傾斜地の擁壁（図上で幅のあるもの） 

 

(3) 調査方法 

危害のおそれのある土地の区域を含むディジタルオルソフォトマップ（Tiff・Jpg 形

式）を作成し、３次元地図と重ねることで土地利用の有無を把握する。 

 

(4) 整理方法 

危害のおそれのある土地・著しい危害のおそれのある土地の各区域の面積（単位 m2：

少数２桁四捨五入）を算出する。各区域に含まれる土地利用の該当項目の有無及び着色

図又はオルソフォトを、区域調書の様式に整理する。 
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２．世帯数及び人家戸数調査（机上・現地） 

 危害のおそれのある土地等の区域における世帯数・人家戸数を調査し、また著しい危害の

おそれのある土地の区域については、その建築構造についてもあわせて調査し、区域調書の

様式にとりまとめる。 

【解 説】 

(1) 調査目的 

著しい危害のおそれのある土地の区域では、新たに立地する建築物の構造が規制され

ることとなる。人家戸数の調査は、危害のおそれのある土地等の区域に含まれる「人家

（居室を有する建物）」を把握することで、既存住宅の移転促進や警戒避難体制等のソフ

ト対策を行う際の基礎資料とする。 

 

(2）調査内容 

   危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地として設定した区域に各々

含まれる人家を把握し戸数を計上する。アパート・マンション等の共同住宅は、世帯数

（１部屋＝１世帯）を人家戸数として計上する。 

なお、人家の建物部分が二つの土地の区域に跨るときは、特別警戒区域および警戒区

域の両方に人家戸数として計上する。また、家屋の庭のように住宅の敷地の一部のみが

危害のおそれのある土地等の区域にかかり、建築物自体がその区域にかからない場合は、

人家戸数としては計上しない。 

著しい危害のおそれのある土地の区域に含まれる人家については、建築構造を調査す

る。建築構造は、主要構造部（主に柱）が鉄筋コンクリート・コンクリート・鉄骨であ

る場合は「非木造（RC造等）」とし、以外は「木造」とする。 

 

なお、人家に該当するのかどうか判断のつきにくい建築物・施設については、その建

築物・施設に管理者が駐在する場合は人家として扱い、無人の場合は対象としない。 

（一例） 

・ 神社、仏閣：管理者が常駐する場合は人家として扱う。管理者不在の場合は、対象と

しない。 

・ 工場、店舗：昼間に作業する者がいるため、人家 1 戸として扱う。ただし、大工場の

ように数棟ある場合は、施設としては「1 箇所」のため 1 戸として扱う。 

・ 季節営業の施設（別荘、スキー場内食堂等に使用されている場合は、人家 1 戸として

扱う。） 

 

(3) 調査方法 

３次元地図、オルソフォトマップ、住宅地図を相互に活用する。人家の建築構造は、

建築構造を確認できる設計図書等の既往資料がない場合は、現地で外観から構造を判

断する。 
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(4) 整理方法 

著しい危害のおそれのある土地、危害のおそれのある土地に含まれる人家戸数は、そ

れぞれの区域毎に計上し区域調書の様式に整理する。 

著しい危害のおそれのある土地の区域に含まれる人家については、その建築構造が

個々に判別できるよう、また図面との整合がとれるように区域調書の様式に整理する。 
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３．公共施設等の状況調査（机上・現地） 

 危害のおそれのある土地等の区域における公共的建物や公共施設等を調査し、公共的建物

はその建築構造についてもあわせて調査し、区域設定調書にとりまとめる。 

【解 説】 

(1) 調査目的 

危害のおそれのある土地等の区域に含まれる「公共的建物（要配慮者利用施設を含む）」

の棟数と構造及び、「公共施設」の延長・基数を把握し、警戒避難体制等のソフト対策を

行う際の基礎資料とする。 

 

(2) 調査内容 

   危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地として設定した区域に各々

含まれる公共的建物（表Ⅲ-3.1、表Ⅲ-3.3）を把握して棟数を計上する。 

また、公共施設を表Ⅲ-3.2 の種類別に分類し、各々の施設延長（橋長を含む）と橋梁

の基数を計上する。なお、公共的建物の建物部分が程度に係わらず二つの土地の区域に

跨るときは、特別警戒区域および警戒区域の両方に計上する。 

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地のそれぞれの区域に含まれ

る公共的建物については、建築構造を調査する。建築構造は、主要構造部（主に柱）が

鉄筋コンクリート・コンクリート・鉄骨である場合は「非木造（RC 造等）」とし、以外

は「木造」とする。 

 

① 公共的建物（表Ⅲ-3.1、表Ⅲ-3.3 の要配慮者利用施設） 

警察署、郵便局、その他官公署、現地機関の事務所、駅、学校、図書館、博物館等

の不特定多数の人が利用する施設もしくは不特定多数の人に利便を与える施設が該当

する。したがって、無人であってもライフラインに影響を及ぼす施設（通信、発電所、

上下水道等の建物）は公共的建物として扱う。 

 

② 公共施設（表Ⅲ-3.2） 

道路：高速道、国道、県道、主要地方道、市町村道、農道、林道、私道、その他の道

路。 

鉄道：ＪＲ、私鉄、ロープウェイ、モノレール、路面電車、その他。 

水路：河川、運河、用水路、その他。路側帯の側溝は含まない。 

その他：橋梁、ガスタンク等。 

 

③ 観光等の施設 

     旅館、ホテル、スキー場内居住建物、キャンプ場（ヒュッテ、ケビン）、遊園地等の

不特定多数の人が利用する観光施設。 
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表Ⅲ-3.1 公共的建物の種類 

公共的建物の種類 

警察署・派出所・交番（検問所は除く) 

消防署・分団･分署（消火栓･防火水槽は除く） 

県庁及び現地機関の事務所・市区町村役場およびその出先機関 

郵便局・税務署・保健所・裁判所・職業安定所・労働基準監督署・社会保険

事務所等の官公庁 

学校（大学、専修学校、各種学校を除く） 

公民館・集会所・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ・防災管理ｾﾝﾀｰ・生活ｾﾝﾀｰ・農業組合・漁業組

合・温泉組合等の集会施設、協会 

事業所 

宿泊所（ホテル、旅館、民宿、国民宿舎）・大学及び企業等の研究所・保養

所等（山小屋・キャンプ場は除く） 

駅 

発電所・発電管理棟・変電所（私設･企業用の発電所は除く）・水道局（上下

水道処理場を含む）・電話局（無人の交換局含む）・ガス供給施設・浄水場 

その他（人々が集まる施設で公共性が高い建物等） 

博物館・資料館・図書館・美術館・ごみ焼却場・火葬場・大衆浴場・大規模

小売店舗・市場等 

 

表Ⅲ-3.2 公共施設の定義 

公共施設の種類 

ＪＲ、私鉄、高速道、国道、都道府県道、市町村道、その他の道路、一級

河川、二級河川、準用河川、橋梁、その他 
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④ 要配慮者利用施設（表Ⅲ-3.3） 

公共的建物のうち要配慮者利用施設については、表Ⅲ-3.3 要配慮者利用施設に示す

具体的な制限用途を参考とする。 

表Ⅲ-3.3  要配慮者利用施設 

要配慮者利用施設の分類 具体的な制限用途 

社会

福祉

施設 

1：老人福祉施設（老人介護支援センター

を除く）、有料老人ホーム 

（老人福祉法第５条の３） 

（老人福祉法第２９条第１項） 

老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、 

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老

人福祉センター、有料老人ホーム、 

 

2：身体障害者社会参加支援施設 

 

（身体障害者福祉法第５条第１項） 

身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉

ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、補

装具製作施設、盲導犬訓練施設、視聴覚障害者情報提供施設 

3：知的障害者援護施設 

 

（知的障害者福祉法第５条） 

知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設、知

的障害者授産施設、知的障害者通勤寮、知的障害者福祉ホー

ム 

4：精神障害者社会復帰施設 

（精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律第５０条の２） 

精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、 

精神障害者福祉ホーム、精神障害者福祉工場、精神障害者地

域生活支援センター 

5：保護施設（医療保護施設、宿所提供施

設を除く） 

（生活保護法第３８条） 

救護施設、更生施設、授産施設 

 

6：児童福祉施設（児童自立支援施設を除

く） 

 

（児童福祉法第７条） 

助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施

設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、

盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、

情緒障害児短期治療施設、児童家庭支援センター 

7：母子・父子福祉施設 

（母子及び父子並びに寡婦福祉法第３８

条） 

母子休養ホーム、母子福祉センター 

8：母子健康包括支援センター 

（母子保健法第２２条） 

母子健康センター 

9：その他これらに類する施設 心身障害者福祉協会法第 17 条第 1 項第 1 号の心身障害者福

祉協会が設置する福祉施設、児童福祉法第 17 条の児童相談

所に設置される児童の一時保護施設等、 

老人福祉法第五条の二６に規定する認知症対応型老人共同

生活援助事業の用に供する施設、 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律第五条第１１項に規定する障害者支援施設、 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律第五条第２７項に規定する地域活動支援センター、 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律第五条第２８項に規定する福祉ホーム。 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 

法律第五条第１項に規定する障害福祉サービス事業の用に

供する施設、 

児童福祉法第六条の二の二に規定する障害児通所支援事業

の用に供する施設、 

児童福祉法第六条の三に規定する児童自立生活援助事業の

用に供する施設、 

児童福祉法第六条の三、２に規定する放課後児童健全育成事

業の用に供する施設、 

児童福祉法第六条の三、３に規定する子育て短期支援事業の

用に供する施設、 
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児童福祉法第六条の三、７に規定する一時預かり事業の用に

供する施設、 

児童福祉法第十二条２に規定する児童相談所 

学校 10：盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、 

小学校、中学校、義務教育学校、 

高等学校、中等教育学校、 

特別支援学校、高等専門学校 

専修学校(高等課程等を置くもの) 

(学校教育第一条、学校教育法第第

百二十四条) 

 

 

医療

施設 

11：病院、診療所、助産所 

(医療法第一条の五、医療法第一条の五、2

医療法第二条) 

 

 

(3) 調査方法 

３次元地図、オルソフォトマップ、住宅地図、道路網図、河川網図を相互に活用する。

公共的建物の建築構造は、建築構造を確認できる既往資料がない場合は、現地確認を基

本とする。 

 

(4) 整理方法 

著しい危害のおそれのある土地、危害のおそれのある土地に含まれる公共的建物の棟

数はそれぞれの区域毎に計上し、区域調書の様式に整理する。また公共的建物について

は、その建築構造が個々に判別できるよう区域調書の様式に整理する。 

公共施設は、各々の施設延長（単位 m：少数 1 桁四捨五入）をまとめて、区域調書の様

式に整理する。ただし橋梁は基数としその延長は道路に含むものとする。 
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４．警戒避難体制に関する調査（机上） 

 危害のおそれのある土地等の区域における警戒避難体制に関する状況を資料により調査

し、区域調書の様式にとりまとめる。 

【解 説】 

(1) 調査目的 

土砂災害防止対策基本指針（令和 3 年 8 月 31 日国土交通省告示第 1194 号）の規定に

より、「土砂災害警戒区域に指定された場合には、法第七条第一項に基づき､市町村地域

防災計画において、当該警戒区域ごとに土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制

に関する事項を定める」必要がある。 

警戒避難体制に関する調査は、土砂災害から住民の生命を守るため、土砂災害のおそ

れのある区域について危険の周知、警戒避難体制の整備等のソフト対策を推進するため

の基礎資料を得るために行う。 

 

(2) 調査内容 

危害のおそれのある土地等の区域に係わる警戒避難体制に関する整備状況について、

以下の事項を把握する。 

 

      ① 設定された警戒区域・特別警戒区域の市町村地域防災計画への記載状況 

・土砂災害警戒区域の記載の有無 

・土砂災害特別警戒区域の記載の有無 

注）記載の有無は、2 回目以降の基礎調査項目 

 

② 自主防災組織等の有無 

危害のおそれのある土地等の警戒避難体制状況として、自主防災組織の有無を調査

する。なお、調査は市町村の地区単位とする｡ 

 

   ③ 伸縮計等の計測機器の設置状況 

伸縮計、パイプ歪計・土石流発生監視装置などの現在観測中である土砂災害発生の

徴候を検知する計測機器の設置状況を調査する。なお、警報装置との接続がある場合

は、警報発令の基準値を明記する。 

 

④ 最寄りに設置してある雨量計の位置・管理者 

調査対象の市町村、建設・砂防事務所等の管理する雨量計が調査地域に存在する場

合、その所在地、名称および管理者をとりまとめる。 

 

⑤ 基準雨量の設定状況 

上記雨量計の基準雨量の設定状況を調べる。警戒避難基準雨量が設定されているか

を把握する。 
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⑥ 雨量情報、災害発生の予報（警報、注意報）、被災情報等を伝達するシステムの整

備状況 

       既存資料を用いて、次の整備状況をまとめる。なお、調査は市町村単位を原則とする｡ 

・役場と住民間の情報通信システム（防災無線局数・役場のホームページ状況） 

・役場内のシステム・県庁と役場間のシステム（防災行政無線・FRICS） 

・情報通信インフラ（防災無線局数・ケーブルテレビ加入率等） 

・相互通報（土砂災害情報の受信伝達等） 

・情報伝達システム（防災無線の配備状況） 

 

⑦ 避難路の設定状況、避難場所の位置、避難場所の建築構造（木造・非木造） 

避難路、避難場所について以下の整備状況を確認する。避難場所については、位置、

建築構造についても把握する。 

・避難路の設定・未設定 

・避難場所の名称・位置（緯度経度） 

・避難場所の構造（主要構造部（主に柱）が鉄筋コンクリート・コンクリート・鉄骨

である場合は「非木造」とし、それ以外は「木造」とする） 

注）避難場所・避難路は、土砂災害に対応するものとして「市町村地域防災計画」に

記載済みのものを対象とする。 

 

⑧ 防災マップの配布等住民への防災知識・情報の周知状況 

過去に実施された防災マップの配布や、その他住民への土砂災害に関する防災情報の

周知状況をヒアリングおよび既存の資料より調査する。なお、調査は市町村単位とし、

調査項目は以下の通りとする。 

・ハザードマップの配布（配布年月日） 

・警戒避難基準・避難場所の周知（周知年月日） 

・前兆現象等防災知識の啓発（周知年月日）、その他（周知年月日） 

 

⑨ 防災・避難訓練等の実施状況 

過去に実施された防災訓練・避難訓練の実施状況を調査する。なお、調査は市町

村単位とする。 

・実施概要、その他（実施年月日、訓練の範囲等） 

 

(3) 調査方法 

関係機関（長野県建設・砂防事務所、国土交通省地方整備局出先機関、市町村）の担

当部局より、関係資料を収集し把握する。既往及びそれらの資料で不足する事項につい

ては、担当部局へのヒアリングにより把握する。 
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表Ⅲ-4.1 警戒避難体制に関する資料とその収集先 

調査項目 資料名 収集先（参考） 備考 

①警戒区域・特別警戒区域の地

域防災計画への記載の有無 

地域防災計画書 市町村役場 ２回目以降の調査で対象 

②自主防災組織等の有無 地域防災計画書 市町村役場 ヒアリング 

（地域防災計画書確認） 

③伸縮計等の計測機器の設置

状況 

地質調査報告書 

観測結果報告書 

建設・砂防事務所  

④最寄りに設置してある雨量

計の位置・管理者 

降雨量データ 

観測所諸元表 

建設・砂防事務所 

市町村役場、気象台 

 

⑤基準雨量の設定状況 地域防災計画書等 市町村役場 

建設部砂防課 

ヒアリング 

 

⑥雨量情報、災害発生の予報、

被災情報等を伝達するシス

テムの整備状況 

地域防災計画書等 

 

建設・砂防事務所 

建設部砂防課 

市町村役場 

ヒアリング 

（左記計画書内容確認） 

⑦避難路の設定状況、避難場所

の位置・建築構造 

地域防災計画書 

防災マップ等 

市町村役場 

 

避難施設の建築構造は、

現地確認又はヒアリン

グ 

⑧防災マップの配布等住民へ

の防災知識・情報の周知状況 

－ 市町村役場 

 

ヒアリング 

⑨防災訓練等の実施状況 記録簿等 市町村役場 ヒアリング 

 

（4）整理方法 

とりまとめた調査結果は区域調書の様式に整理する。様式へのとりまとめにあたって

は、1 回目の基礎調査では市町村ごとに整理し、2回目以降の基礎調査では、危害のおそ

れのある土地等の区域ごとに整理する。 
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５．関係諸法令の指定状況の調査（机上） 

 危害のおそれのある土地等における、土砂災害防止法に関係する諸法令の指定状況を資料

により調査し、区域調書の様式にとりまとめる。 

【解 説】 

(1) 調査目的 

「土砂災害防止法令」に関係する諸法令の指定範囲を明らかにし、関係諸法令と危害

のおそれのある土地等の区域の係わりを把握する。また、「Ⅰ. 2 調査対象箇所の抽出」

に反映する。 

 

(2) 調査内容 

表Ⅲ-5.1に示す関係諸法令の指定区域を把握する。表Ⅲ-5.1は、基礎調査におい

て最低限必要な調査項目を示している。その他関連する法指定区域があるときは、

必要に応じて追加する。 

ここで言う「関連する法」とは、土地の使用を制限する法規制と、建築物の構造を

制限する法規制とする。なお、工事期間中のみ指定される道路法の道路予定区域など、

短期間だけの指定となる法規制については調査対象としない。 
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表Ⅲ-5.1 土砂災害防止法に関係する諸法令 

 法 律 名 指定区域名 

砂防法 砂防指定地 

地すべり等防止法 地すべり防止区域 

急傾斜地の崩壊の防止に関する法律 急傾斜地崩壊危険区域 

森林法 
保安林 

保安施設地区 

建築基準法 災害危険区域 

宅地造成等規制法 宅地造成工事規制区域 

統計法 人口集中地区（DID 地区） 

都市計画法 

都市計画区域（市街化区域） 

都市計画区域（市街化調整区域） 

風致地区 

過疎地域振興特別措置法 過疎地域 

総合保養地域整備法 特定地域 

自然公園法 

長野県立自然公園条例 

国立公園特別保護地区及び特別地域 

国定公園特別保護地区及び特別地域 

県立自然公園保護地区及び特別地域 

都市緑地保全法 緑地保全地区 

自然環境保全法 

長野県立自然環境保全条例 

原生自然環境保全地域 

自然環境保全地域特別地区 
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(1) 調査方法 

表Ⅲ-5.2に示す収集先を参考に、各種法指定区域の範囲が図示された、出来るだけ大縮

尺の図面を収集し、最新の法指定区域を把握する。 

 

表Ⅲ-5.2 土砂災害防止法に関係する諸法令と収集先 

法指定区域 資料名 収集先（参考） 

砂防指定地（砂防法） 管内図、砂防指定地図 

県建設部 

建設・砂防事務所 

地すべり防止区域（地すべり等防止法） 地すべり防止区域台帳 

急傾斜地崩壊危険区域 

（急傾斜地の崩壊の防止に関する法律） 

急傾斜地崩壊危険区域 

台帳 

保安林（森林法） 
○○管内保安林位置図 

土地利用基本計画図 
県林務部、地方事務所 

市町村農政担当部局 
保安施設地区（森林法） ヒアリング 

災害危険区域（建築基準法） 
ヒアリング 

県住宅部、地方事務所 

市町村建築担当部局 宅地造成工事規制区域（宅地造成等規制法） 

人口集中地区（統計法） 

国勢調査結果報告書 

都市計画図 

用途区域図等 県建設部、建設事務所 

市町村都市計画担当部局 都市計画区域（都市計画法） 

都市計画図 市街化区域・市街化調整区域（都市計画法） 

風致地区（都市計画法） 

過疎地域（過疎地域振興特別措置法） 
ヒアリング 

県総務部 

市町村総務担当部局 特定地域（総合保養地域整備法） 

国立公園特別保護地区及び特別地域（自然公園法） 

土地利用基本計画図等 
県生活環境部 

市町村環境担当部局 

国定公園特別保護地区及び特別地域（自然公園法） 

都道府県立自然公園特別保護地区及び特別地域 

（長野県立自然公園条例） 

緑地保全地区（都市緑地保全法） 

原生自然環境保全地域（自然環境保全法、長野県 

立自然環境保全条例） 

自然環境保全地域特別地区（自然環境保全法、長 

野県立自然環境保全条例） 

 

(2) 整理方法 

なお、法指定の該当・非該当は、法指定の範囲が一部でも当該区域に係る場合は「該

当」とする。「その他」についてはコメントを記入する。 

区域調書の様式については、関係諸法令の指定状況欄に該当する法指定項目を記入す

る。 
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６．宅地開発の状況及び建築の動向調査（机上） 

 危害のおそれのある土地等における宅地開発の状況や建築の動向状況を資料により調査

し、区域調書の様式にとりまとめる。 

【解 説】 

(1) 調査目的 

対象市町村ごとに宅地開発の状況や建築の動向をとりまとめ、過去と現状を比較する

ことで将来の傾向を読み取り、「Ⅰ. 2 調査対象箇所の抽出」に反映する。 

 

(2) 調査内容 

調査は、各種統計調査の実施年から過去 15ヶ年程度を目安とし、人口動態、都市計画

法に基づく都市計画区域及び準都市計画区域の変遷状況、地価の動向、宅地開発の状況

を既存の統計書等を活用して、5 年ごとにとりまとめる。なお調査に用いる数値は、同

一資料で同様の算出条件下で求めたものを、極力利用する。 

調査事項は、以下の項目を実施する。 

 

① 人口の経年変化 

② 都市計画区域の変遷の状況 

③ 地価の経年変化 

④ 新築建築確認申請数の動向 

⑤ 農地転用の状況 

 

 

 



急-85 

表Ⅲ-6.1 宅地開発の状況及び建築の動向調査に有効な既往資料と収集先（参考） 

調査項目 調査内容 既往資料 収集先 

① 人口の経年変化 

調査対象：人口 

都市計画区域内 都市計画基礎調査報告書また

は調書 

住民基本台帳、全国市町村要

覧、統計年鑑 

市町村役場 

市販図書 市街化区域・市街化調整区域 

都市計画区域外 同上 

準都市計画区域 

②都市計画区域の変遷の状況 

調査対象：面積 

都市計画区域 同上 同上 

市街化区域・市街化調整区域 

準都市計画区域 

③地価の経年変化 

調査対象：地価 

標準価格 長野県地価調査書 県企画局 

公示価格 土地総合情報ライブラリー 国土交通省 HP 

④建築確認申請（新築）の状況

調査対象：新築の建築確認申

請数 

専用住宅（一戸建住宅） 建築確認申請書・集計表 市町村役場 

専用住宅（共同・その他） 

併用住宅（事務所等との併用） 

⑤農地転用の状況 

調査対象：農地転用申請数 

一般住宅への申請数 農地転用申請書・集計表 市町村役場 

その他の住宅への申請数 

 

① 人口の経年変化 

都市計画区域内外における人口の経年変化（単位：人）を整理し、増減率を把握する。

整理の単位は市町村毎とし、都市計画区域の指定がない市町村については、「都市計画区

域外」の欄に人口を記入する。 

なお、根拠資料として各市町村の所有する人口動向調査の報告、国勢調査結果がある

が、国勢調査結果では都市計画区域内該当の区分はなされていない。従って、国勢調査

による資料を根拠とする場合には、別途欄を設けて整理を行う。 

また、市町村の所有する人口に関する資料と国勢調査ではその調査方法に違いがあり、

同一年でも人口が異なることから、比較のための根拠資料は極力同じものを使用する。 

 

② 都市計画区域の変遷の状況 

都市計画区域面積の経年変化（単位：ha）を整理し、増減率を把握する。整理の単位

は市町村毎とし、都市計画区域の指定がない市町村については本表を空欄とする。 

 

③ 地価の経年変化 

当該区域の地価は、表Ⅲ-9 に示す「地価調査」か「地価公示」による資料を収集し同

一地点での地価変動をとりまとめる。長野県や市町村の統計年鑑等に整理されている場

合もある。過去のデータに欠年がある場合は、増減率とも空欄で整理する。 
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表Ⅲ-6.2 地価調査と地価公示の特徴 

項目 
都道府県 

地価調査（標準地価） 

国土交通省 

地価公示 

根拠法令 

調査主体 

評価時点 

公表時期 

公表媒体 

調査地点の名称 

調査価格の名称 

調査地点の種類 

調査対象区域 

国土利用計画法施行例 

県知事 

7 月 1 日 

9 月下旬 

県報 

基準地 

標準価格 

宅地、宅地見込地、林地 

県下全域 

地価公示法 

国土交通省土地鑑定委員会 

1 月 1 日 

3 月下旬 

官報 

標準値 

公示価格 

宅地、宅地見込地 

都市計画区域 

 

④ 新築建築確認申請数の動向 

専用住宅（一戸建、共同・その他）・併用住宅（事務所等との併用）のそれぞれの新築

建築確認申請数（単位：件）を整理して、増減率を把握する。整理の単位は市町村毎と

する。確認申請を要しない市町村又は区域については、調査不要とする。 

根拠資料に示される専用住宅（一戸建、共同・その他）、併用住宅の名称等の区分によ

り、各市町村毎に整理する。また過去のデータに欠年がある場合は、増減率とも空欄で

整理する。 

 

⑤ 農地転用の状況 

用途が農地から住宅（一般住宅・その他の住宅）へ転用された、それぞれの農地転用

申請数（単位：件）を整理して、増減率を把握する。整理の単位は市町村毎とする。 

専用住宅（一戸建、共同・その他）、併用住宅の名称等の区分により、各市町村毎

に整理する。また過去のデータに欠年がある場合は、増減率とも空欄で整理する。 

農地転用状況の資料調査は次の方法などがある。 

・「農地の移動と転用○年」(長野県農政部)：４条・５条の区分のみ掲載されてい

る。 

・「○年度 土地利用動向調査」(長野県企画局)：同梱の「土地利用転換動向等調

書」に農地転用の内訳として住宅用地の件数が掲載されている。 

・「都市計画基礎調査報告書」：過去数年の農地転用の合計値、または住宅への転

用合計値が掲載されている。 

 

⑥ その他 

上記①～⑤以外にも宅地開発の状況及び建築の動向を把握できる指標があれば別途

整理してとりまとめる。 
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(3) 調査方法 

長野県や市町村から公開される「統計年鑑」等の統計資料で、過去 15 年程度を目安に

収集し把握する。過去 15年相当の資料がない場合は、収集可能な範囲で整理する。  

なお、調査に用いる統計資料は各年できるだけ統一し、出典を明示する。 

過去 15 年以内に市町村合併があった市町村については、合併前の各市町村のデータを

合併後の市町村単位で合計し、整理することとする。 

 

(4) 整理方法 

集計結果を区域調書の様式に、とりまとめ整理する。都市計画区域等・各項目の細分

がない場合は「該当無し」と記入する。 
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Ⅳ編 概略調査 

 

 

 

 

【解 説】 

既指定の危害のおそれのある土地等及び土砂災害が発生する可能性のある場所での地形の

改変、対策施設効果の変化、新たな人家等の立地、災害の発生等の比較調査により、危害の

おそれのある土地等の区域の変更および新規に区域指定を行う必要のある箇所を抽出する。 

 

１．既指定の危害のおそれのある土地等の再調査 

１.１地形や災害発生箇所、人家等の比較調査 

 

 

【解 説】 

１.１.１地形の比較調査 

前回の基礎調査時に指定された危害のおそれのある土地等の既存区域図と区域設定以降

に整備された３次元地図(DM)や航空レーザ測量データ(LP)、オルソフォトマップ等を比較

して地形判読を行い、宅地造成および公共事業、土砂災害等による地形の改変を確認する。

机上で比較した結果および比較図を概略様式1-1、1-2にとりまとめる。 

机上調査において地形の改変の可能性がある箇所ついては現地調査を行う。現地におい

て、地形の改変による急傾斜地の上端および下端位置の変化、勾配の変化、高さの変化等

の危害のおそれのある土地等への影響や人家等の状況を把握し、区域調書と現況を比較す

るとともに、調査箇所の上端および下端にポール等を立て、周辺状況を含めた写真撮影を

行う。 

調査結果により、急傾斜地の崩壊の地形条件(傾斜30°以上および高さ5m以上）に 

危害のおそれのある土地等の設定に影響する地形の改変が認められた場合には詳細調査を

行う。 

ただし、危害のおそれのある土地等に影響を与えない地形の変化のみでは、詳細調査は

行わない。 

調査結果は、危害のおそれのある土地等の設定への影響の有無にかかわらず、様式5-1、

様式5-2にとりまとめる。 

「概略調査」とは、基礎調査の１回目が終了した後、おおむね 5 年ごとに、既指定の危

害のおそれのある土地等及び新たな危害のおそれのある土地等の地形や土地利用状況等を

比較し、詳細調査を行う必要のある箇所を抽出するための調査である。 

資料収集したデータを基に既指定区域に影響を与える可能性のある地形の改変、対策施

設状況、災害発生、人家等の比較調査を行う。 



急-89 

１.１.２対策施設整備状況調査 

前回の基礎調査時に指定された危害のおそれのある土地等における対策施設施設状況に

ついて比較調査を行う。該当する対策施設は、Ⅱ.1.3.1「対象とする対策施設」を参照。 

急傾斜地崩壊対策事業による施設については、砂防関係施設点検要領(案)（R.4）に則し

て実施された点検結果を参照し、施設健全度および施設効果を確認する。また、治山事業

等の急傾斜地崩壊対策事業以外の施設については、現地調査を行い、安定性および施設効

果をⅡ.1.3.1「対象とする対策施設」により評価する。 

施設に変形やひび割れ、ポケットの堆砂状況等に変化が認められ、施設効果が変更する

可能性がある場合には管理者に修繕計画を確認し、直ちにされるのであれば修繕後の施設

効果による評価を行い、無ければ詳細調査を行う。 

調査結果は、対策施設の変化の有無にかかわらず、概略様式4-1、4-2にとりまとめる。 

 

１.１.３災害発生箇所の調査 

前回の基礎調査時以降における災害発生箇所について災害履歴等の資料を収集し、調査

結果を概略様式3-1、3-2にとりまとめる。 

調査の手順は、Ⅱ.1.4「過去の災害実態調査」を参照。 

 

１.１.４人家等の比較調査 

前回の基礎調査時以降における人家等の増減について、既存区域図と区域設定以降に整

備された３次元地図(DM)やオルソフォトマップ等を比較し、人家等の増減について調査を

行う。調査結果は人家等の増減にかかわらず、概略様式5-1、5-2にとりまとめる。 

また、人家等の定義は、Ⅰ.2.2「社会条件」を参照。 
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１.２危害のおそれのある土地等の再調査 

１.２.１世帯数及び人家戸数調査 

前回の基礎調査時以降において世帯数及び人家戸数に変化があった場合、 

調査結果を区域調書の様式3-3(1)、3-4にとりまとめる。 

調査の手順は、Ⅲ.2「世帯数及び人家戸数調査」を参照。 

 

１.２.２公共施設等の状況調査 

前回の基礎調査時以降において、公共施設等の状況に変化があった場合、 

調査結果を区域調書の様式3-3(1)、3-4にとりまとめる。 

調査の手順は、Ⅲ.3「公共施設等の状況調査（机上）」を参照。 

 

１.２.３警戒避難体制に関する調査 

前回の基礎調査時以降において、警戒避難体制に変化があった場合、調査 

結果を区域調書の様式3-3(1)にとりまとめる。 

調査の手順は、Ⅲ.4「警戒避難体制に関する調査（机上）」を参照。 

 

１.２.４関係法令の指定状況の調査 

前回の基礎調査時以降において、関係法令の指定状況に変化があった場合、 

調査結果を区域調書の様式3-3(2)にとりまとめる。 

調査の手順は、Ⅲ.5「関係法令の指定状況の調査（机上）」を参照。 

 

１.２.５宅地開発の状況及び建築の動向調査 

前回の基礎調査時以降において、宅地開発の状況及び建築の動向に変化が 

あった場合、結果を区域調書の様式3-6にとりまとめる。 

調査の手順は、Ⅲ.6「宅地開発の状況及び建築の動向調査（机上）」を参照。 
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２．新たな危害のおそれのある土地等の調査 

２.１災害発生箇所、人家等の調査 

２.１.１災害発生箇所の調査 

災害発生箇所について、災害履歴等の資料を収集し、調査結果を概略様式3-1、3-2に 

とりまとめる。 

調査手順は、Ⅱ.1.4「過去の災害実態調査」を参照。 

 

２.１.２新たな人家等の立地調査 

前回の基礎調査時に指定されている危害のおそれのある土地区域外において、区域設定 

以降に整備された３次元地図(DM)や航空レーザ測量データ(LP)、オルソフォトマップ等を

基に新たな人家等の立地の調査を行い、調査結果および比較図を概略様式1-1、1-2にとり

まとめる。 

現地調査により、新たな人家等の立地が認められる場合、調査結果を概略様式5-1、5-2

にとりまとめる。新たな人家等の立地に関しては、Ⅰ編 序論 2.2「社会条件」を参照。 

人家等の立地状況が危害のおそれのある土地等の設定に影響を与える場合、詳細調査を 

行う。 
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Ⅴ編 著しい危害のおそれのある土地(土砂災害特別警戒区域)の解除 

新たに対策施設が施工され、対策施設の効果が認められる場合には、遅滞なく解除の 

調査を行う。 

 

【解 説】 

土砂災害防止法第９条第８項に、「土砂災害の防止に関する工事の実施等により、 

特別警戒区域の全部又は一部について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該特別 

警戒区域の全部又は一部について指定を解除する。」と定められているとおり、遅滞なく解除

のための調査を行うものとする。 

 

１．区域設定のための調査 

１.１対策施設整備状況調査 

前回の基礎調査時に指定された危害のおそれのある土地において、新たに施工された対

策施設整備状況の調査を行う。 

調査は、詳細設計資料や工事記録等を参照するとともに現地調査を行い、施設効果を

Ⅱ.2.2「著しい危害のおそれのある土地の区域設定」により評価する。現地調査の方法は、

Ⅱ.1.3.2「対策施設の状況調査」を参照。 

調査結果を区域調書の様式2-1、様式2-3、様式2-4にとりまとめる。 

 

１.２災害発生箇所の調査 

前回の基礎調査時以降における災害発生箇所の調査を行い、調査結果を区域調書の様式2-5

にとりまとめる。 

調査の手順は、Ⅱ.1.4「過去の災害実態調査」を参照。 

 

２．著しい危害のおそれのある土地(土砂災害特別警戒区域)の再設定 

２.１著しい危害のおそれのある土地(土砂災害特別警戒区域)の再設定 

対策施設整備状況調査により得られた諸元により、土砂災害等を防止・軽減するための効

果を有すると認められた場合、著しい危害のおそれのある土地の区域を再設定する。 

区域設定の手順は、Ⅱ.2.2「著しい危害のおそれのある土地の区域設定」を参照。 
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３．危害のおそれのある土地等の再調査 

Ⅲ編危害のおそれのある土地の区域等の調査に準拠し、調査結果を区域調書の各様式に 

とりまとめるものとする。 

 

３.１世帯数及び人家戸数調査 

前回の基礎調査時以降において、世帯数及び人家戸数に変化があった場合、調査結果を区

域調書の様式 3-6 にとりまとめる。 

調査の手順は、Ⅲ.2「世帯数及び人家戸数調査（机上）」を参照。 

 

３.２公共施設等の状況調査 

前回の基礎調査時以降において、公共施設等の状況に変化があった場合、調査結果を区域

調書の様式 3-3(1)にとりまとめる。 

調査の手順は、Ⅲ.3「公共施設等の状況調査（机上）」を参照。 

 

３.３警戒避難体制に関する調査 

前回の基礎調査時以降において、警戒避難体制に変化があった場合、調査結果を区域調書

の様式 3-3(1)にとりまとめる。 

調査の手順は、Ⅲ.4「警戒避難体制に関する調査（机上）」を参照。 

 

３.４関係諸法令の指定状況調査 

前回の基礎調査時以降において、関係諸法令の指定状況に変化があった場合、調査結果を

区域調書の様式 3-3(2)にとりまとめる。 

調査の手順は、Ⅲ.5「関係法令の指定状況の調査（机上）」を参照。 

 

３.５宅地開発の状況及び建築の動向調査 

前回の基礎調査時以降において、宅地開発の状況及び建築の動向に変化があった場合、調

査結果を区域調書の様式 3-6 にとりまとめる。 

調査の手順は、Ⅲ.6「関係法令の指定状況の調査（机上）」を参照。 
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４．著しい危害のおそれのある土地(土砂災害特別警戒区域)の解除 

著しい危害のおそれのある土地(土砂災害特別警戒区域)の一部解除及び全部解除に際して 

解除根拠説明資料を作成する。 
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Ⅵ編 調査結果の整理 

基礎調査・調書作成要領（急傾斜） 

 

 注１ 「手引き」は、「土砂災害防止に関する基礎調査の手引き（急傾斜地の崩壊編） 財

団法人砂防フロンティア整備機構 刊」 

 注２ 「マニュアル」は、「土砂災害防止に関する基礎調査技術基準（案）（急傾斜地の崩

壊編） 長野県建設部砂防課 刊」 

 

様式名 調書作成要領 
マニュアル 

対応ページ 

表紙 

概況、位置図 

 

(1)箇所番号 

 箇所番号は「Ｋ＋事務所番号＋市町村番号下 3 桁＋通し番

号３桁＋枝番号」を記入する。（全様式共通） 

(2)箇所名 

調査対象箇所の名称を記入する。（全様式共通） 

 例：諏訪 004 

(3)所在地 

 調査対象箇所の所在地の郡、市町村、大字名を記入する。 

（全様式共通） 

(4)調査機関 

土砂災害防止に関する基礎調査を発注した事務所名を記入

する。 

(5)概況図 

 広域を示す 1/200,000 の図面を用いる。 

(6)位置図 

 1/25,000 の図面で、箇所範囲が記入されたものを用いる。 

 

 

 

 

 

 

P 急-12 
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様式名 調書作成要領 
マニュアル 

対応ページ 

様式０ 

調査理由及び

調査関係者リ

スト 

(1)調査年月日 

 長野県との契約工期の年月日を記入する。 

(2)調査理由 

 調査の理由を記入する。 

(3)役割＼項目 

 監督員、副監督員は、発注者の監督員、副監督員の氏名等

を記入する。 

 調査担当者は、受注者の基礎調査担当者の氏名等を記入す

る。 

 

様式１－１ 

告示履歴等 

(1)告示履歴 

 すでに告示が実施されている場合に記入する。 

(2)基礎調査履歴 

 基礎調査の実施履歴について、回数、調査年月、理由を記

入する。 

(3)急傾斜地崩壊危険区域 

急傾斜地崩壊危険区域の指定状況について、指定年月日、

告示番号、区域名称を記入する。 

(4)急傾斜地崩壊危険箇所 

急傾斜地危険箇所カルテに基づき、区域箇所番号、箇所名、

種類、斜面区分を記入する。 

(5)砂防基盤図 

基礎調査に使用する砂防基盤図について、写真撮影年度、

図化年度、種類、縮尺、新規・修正の区分、準拠しているガ

イドライン名を記入する。 

(6)土砂災害警戒区域等の重複 

土砂災害防止法における他現象の区域が重複している場合

に、箇所番号、箇所名、自然現象の種類、種類（土砂災害警

戒区域または土砂災害特別警戒区域）について記入する。 

 

 

 

 

 

P 急-11 

 

 

P 急-11 
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様式名 調書作成要領 
マニュアル 

対応ページ 

様式２－１ 

地形・地質状

況等 

(1)地形状況 

３次元地図やオルソフォト、現地調査で確認された地形状

況を記入する。急傾斜地危険箇所カルテがある場合は、それ

を参考にすることができる。 

①急傾斜地の地形：斜面形状について記入する。 

②危害のおそれのある土地等の地形：斜面下方の土地の状

況（宅地、道路、盛土等の人工構造物）について記入する。      

(2)地質状況等 

①地表の状況：主に地表の植生状況について記入する。 

②地盤の状況：表層地質の種類、分布状況について記入す

る。 

③土質定数等：技術基準（案）に準拠し、土石等の比重、

容積濃度、密度、単位堆積重量、移動時の内部摩擦角、堆

積時の内部摩擦角、流体抵抗係数の設定値を記入する。 

(3)対策施設等状況 

施設の有無を記入する。効果の有り無しに関わらず、施設

がある場合は「有」とする。位置は様式 2-3、諸元は様式 2-4

に記入する。 

(4)過去の災害実績等 

災害発生の有無及び件数を記入する。詳細は様式 2-5 に記

入する。 

(5)想定される崩壊土量・幅及び深さ 

(1)災害実績調査に基づく方法の欄に「統計的に推定した」

と記入する。設定根拠は技術基準（案）に準拠と記入する。 

(6)移動する土石等の高さ 

高さは 1.0、設定根拠は技術基準（案）に準拠と記入する。 

 

P 急-19～34 

 

 

 

 

 

 

P 急-35～37 

 

 

 

 

 

 

P 急-40～42 

 

 

 

P 急-49～51 

 

 

P 急-52 

 

 

P 急-52 
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様式名 調書作成要領 
マニュアル 

対応ページ 

様式２－２ 

微地形及び人

工構造物の状

況図 

 

 

 

 

 

微地形及び人工構造物の分布状況について、概要を記入す

る。 

①区域設定結果の入っていない地形図（白図）に記入する。

図面の縮尺は、必要に応じて拡大する。 

②危害のおそれのある土地等周辺の小山、盛土構造をなす鉄

道・道路等の人工構造物、河川、用排水路、池・沼地、堀割

構造を記入する。また、人工構造物の高さ（比高差）を記入

する。 

③急傾斜地内において、地形図と大きく異なる改変があった

場合はその状況を記入する。 

P 急-69 

様式２－３ 

対策施設等の

位置図 

地形図（縮尺 1/2,500 以上）に対策施設を表示する。区域設

定結果が記入されていない地形図を用いる。必要に応じて拡

大する。 

P 急-40～48 

様式２－４ 

対策施設等の

諸元 

(1)施設番号 

位置図に示した番号を記入する。 

(2)区分、工種、工種細分 

「斜面崩壊防止工事の設計と実例（平成８年７月）」等の区

分による。 

(3)施工年月 

施行年月を記入する。不明の場合は、不明と記入する。 

(4)事業区分 

１急傾斜地崩壊対策事業、２治山事業、３その他の事業、

４公団・組合等による事業、５個人施設、６不明 

(5)延長・高さ 

延長については、平面図上で計測し述べ延長を記入する。

また、高さについては、一連の施設において高さが異なる場

合は○．○ｍ～○．△ｍというように、幅をもたせて記入す

る。 

(6)施設効果の有無 

効果評価を行った結果を記入する。 
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様式名 調書作成要領 
マニュアル 

対応ページ 

様式２－５ 

過去の災害実

態 

災害実績がある場合に作成する。主に災害報告を参考に記

入する。項目で不明なものがある場合は不明と記入する。 

P 急-49～51 

様式３－１ 

危害のおそれ

のある土地、

著しい危害の

おそれのある

土地の設定図 

(1)縮尺 1/2,500 以上の図面を使用する。                                    

(2)以下の項目について表示する。 

 ①横断測線及び測線番号 

②上端点 

③下端点 

④危害のおそれのある土地の区域 

 ⑤著しい危害のおそれのある土地の区域 

 ⑥土石等の移動による力が 100kN／m2を超える範囲 

⑦土石等の堆積高が 3mを超える範囲 

P 急-53～68 

様式３－２ 

建築物に作用

すると想定さ

れる衝撃力に

関する事項 

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項につい

て、下端に隣接する土地及び急傾斜地内における、「土石等の

移動の高さと力の大きさ」と「土砂等の堆積高さと力の大き

さ」を記入する。記入は測線番号毎とする 

(1)土石等の移動の高さと力の大きさ 

100kN／m2 を越える場合とそれ以外を区分とし、土石等の高

さと下端からの距離、力の大きさを記入する。 

(2)土砂等の堆積高さと力の大きさ 

 3m を超える場合とそれ以外を区分とし、下端からの水平距

離と堆積高さ、力の大きさを記入する。 
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様式名 調書作成要領 
マニュアル 

対応ページ 

様式３－３(1) 

危害のおそれ

のある土地等

の調査等 

土地利用、人家戸数、公共施設等の状況、公共的建物・要

配慮者利用施設の項目については、危害のおそれのある土地

と著しく危害のおそれのある土地についてそれぞれ記入す

る。 

(1)土地利用 

道路、水路、池沼、宅地、農地、山林、その他の有無につ

いて記載する。施設等がある場合は「有」、施設が無い場合は

「－」を記入する。また、様式 3-5 に土地利用状況図を作成

する。 

(2)人家戸数 

人家戸数について、全戸数、構造（木造・非木造）を記入

する。 

(3)公共施設等の状況 

道路、鉄道、水路等について種類別に延長又は数を記入す

る。 

(4)公共的建物・要配慮者利用施設 

 ①種類、構造、施設数、名称、を記入する。 

 ②所在位置は、人家等の建築構造状況図（様式 3-4）に図示

する。  

(5)警戒避難体制 

地域防災計画への記載、自主防災組織、計器設置状況、基

準雨量の設定状況、予警報等情報伝達システム設置状況、避

難路の設定、住民への防災情報周知状況、防災訓練等の実施

状況について、その有無を記入する。また、最寄の雨量計の

位置等について記入する。                                

P 急-71～82 

 

様式３－３(2) 

危害のおそれ

のある土地等

の調査等 

 

(6)関係諸法令の指定状況 

当該区域の法規制状況（災害の防止に関する事項、土地の現

状に関する事項、建築や開発の動向に関する事項）について

記入する。法規制がある場合は「有」を記入し、無い場合は

「無」と記入する。 

P 急-83～86 
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様式名 調書作成要領 
マニュアル 

対応ページ 

様式３－３(2) 

危害のおそれ

のある土地等

の調査等 

 

※都市計画法 風致地区 

 記入欄がないため、離島振興法の行を代用して、「有」 

 「無」を記入する。また、備考欄に「都市計画法 風致 

地区」と記入する。 

※自然環境保全法 

 原生自然環境保全地域、自然環境保全地域特別地区の各 

備考欄に「長野県自然環境保全条例」 

P 急-83～86 

様式３－４ 

人家等の建築

物構造状況図 

危害のおそれのある土地等の区域における人家等の種別・建

築構造を３次元地図（DM）に、凡例に従い表示する。「住宅（戸

建または共同）」、「公共的建物」、「要配慮者利用施設」、「公共

施設」とし、木造・非木造も併せて表記する。なお「公共的

建物」、「要配慮者利用施設」は様式 3-3(1)に記入した建物番

号を併記する。 

P 急-73～79 

様式３－５ 

土地利用状況

図（オルソフ

ォト） 

地形（等高線）、道路、水路、池沼、宅地、農地、山林、空

地、山林等の土地利用状況を示すわかるオルソフォトを添付

する。 

P 急-71～72 

様式３－６ 

宅地開発の状

況図及び建築

の動向 

以下に示す資料を基に記入する。資料が無い場合は、不明

と記入する。 

(1)人口の経年変化：都市計画年報及び国勢調査(H12 以前は組

み替え人口) 

(2)都市計画区域の変遷：開発許可制度事務ハンドブック、都

市計画年報 

(3)地価の経年変化：地価公示、標準地価 

地価は市町村の平均価格を記入する。 

(4)建築確認申請の状況：建築確認申請数データ、都市計画基

礎調査報告書 

(5)農地転用の状況：市町村資料、都市計画基礎調査報告書 

P急-14～16、 

P 急-79～80 
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様式名 調書作成要領 
マニュアル 

対応ページ 

様式３－７ 

現地写真・ス

ケッチ等の位

置図 

区域設定図上に、現地調査の写真やスケッチ等の撮影・作

図位置を記入する。 

図上には、撮影方向を示す矢印と写真・スケッチ番号を記

載する。 

 

 

 

 

 

 

様式３－８ 

現地写真・ス

ケッチ等 

現地の状況を写真・スケッチ等で示す。 

(1)写真・スケッチ等の留意点 

①遠景・全景写真（斜面および保全対象の状況把握） 

②対策施設状況写真（対策施設効果評価の根拠・参考資料） 

③その他、区域調書の利用を考えて必要があると考えられ

る場合の現地状況写真、スケッチ等 

(2)様式 3-7 に対応した写真番号、調査対象を記入する。 

(3)コメントは、調査対象の状況及び撮影年月日を記入する。 

 

 

 

 

 

P 急-19～48 

様式４－１ 

区域設定根拠

平面図 

区域設定根拠とした平面図（仮設定図）に、下端位置の修

正等の現地調査結果を記入する。図面は必要に応じて拡大さ

せる。 
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様式名 調書作成要領 
マニュアル 

対応ページ 

様式４－２ 

区域設定根拠

断面図 

区域設定根拠とした横断測線毎の断面を図示し、説明を加

える。 

(1)断面図 

断面図上に上端・下端位置及び設定した区域の範囲を示す。 

(2)上端・下端の確認写真（上端は確認可能な場合のみ） 

 上端・下端位置が再現できるように、上端・下端位置にポ

ールを立て撮影する。 

下端位置に接近することが出来ない場合は、遠景写真とし、

写真上に下端付近を示す。 

(3)コメント 

 現地状況の簡単な説明と以下の事項について記入する。 

①現地確認により下端・上端位置を修正した場合の理由 

②上端・下端位置の修正はしないものの、現地と地形図の

不整合（勾配や高さが著しく違う）の状況 

(4)スケッチ 

 上端・下端位置の修正、現地と地形図の不整合がある場合

は、スケッチにより修正前と修正後の状況がわかるように

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 急-23～34 
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様式名 調書作成要領 
マニュアル 

対応ページ 

様式４－３ 

危害のおそれ

のある土地等

の区域設定に

関する計算結

果(計算条件) 

危害のおそれのある土地等の区域設定を行うために必要な

土質定数及び対策施設の諸元を記入する。 

(1)施設有無 

様式 2-3 において施設効果対象とした施設が測線に該当す

る場合、有とする。 

(2) 施設番号 

様式 2-3 および 2-4 に記載した施設番号を記入のこと 

(3) 対策施設の計測箇所 

①原因地対策施設 

 ｈ１：施設 1 高さ 

 ｈ２：施設２高さ 

 ｈ３：施設空高さ（ｈ１＋ｈ２－ｈ３） 

 

h
2
 

h
1  

h
3  

 

原因地対策施設計測箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 急-31～46 

P 急-52 

施設 1 

施設２ 
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様式名 調書作成要領 
マニュアル 

対応ページ 

様式４－３ 

危害のおそれ

のある土地等

の区域設定に

関する計算結

果(計算条件) 

②待ち受け式対策施設 

ｄｌ：下幅 

ｄｈ：上幅 

ｄｐ：柵背面上幅 

ｈ１：擁壁等高さ 

ｈ２：落石防護柵高さ 

Ｈ ：施設高さ 

Ｗｈ：天端幅 

1:n ：前勾配、後勾配 
 

dl 

dh 

dl 

dh 

崩壊土砂等 

dl 

dh 

h
1
 

Wh 

 

h
2
 

ストーンガード 

a) ポケットに土砂が堆積していない場合       b) ポケットに土砂が対策している場合 

 c) もたれ式コンクリート擁壁の場合 

dp 

h
1
 

h
2
 

H
 

H
 

dp 

h
1
 

h
2
 

Wh Wh 

1
:n

 1
:n

 1
:n

 1
:n

 

1
:n

 

H
 

dp 

 

待受け式対策施設計測箇所 

 

対策施設の諸元は、原則として設計図等から転記する。設

計図等がない場合は、現地にて計測を行う。 
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様式名 調書作成要領 
マニュアル 

対応ページ 

様式４－４(1) 

危害のおそれ

のある土地等

の区域設定に

関する計算結

果（全段面の

集計） 

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地

の設定図（様式 3-1）の区分がわかるように明示する。 

 

 

 

 

P 急-53～68 

様式４－４(2) 

危害のおそれ

のある土地等

の区域設定に

関する計算結

果（各横断の

整理） 

各横断測線の著しい危害のおそれのある土地の斜面下端か

らの距離に応じた計算結果を明示する。 
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巻末資料 

【資料-１ 待受け式擁壁安定計算例】 

 

１．計算条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パラメーター 記号 単位

斜面高 H m

斜面勾配 θu °

斜面下端から擁壁までの距離 ｘ m

斜面下端からの平坦部の傾斜度 θd °

移動の高さ hsm m

土石等の密度 ρm ｔ/m3

重力加速度 ｇ m/s2

土石等の比重 σ ｔ/m3

土石等の容積濃度 Ｃ

内部摩擦角 φd °

流体抵抗係数 fb

ｺﾝｸﾘｰﾄの単位体積重量 γc kN/m3

堆積土石の内部摩擦角  φs °

堆積土砂の単位体積重量 γ kN/m
3

裏込土の単位体積重量 γd kN/m
3

裏込め土のせん断抵抗角 φg °

基礎地盤の許容支持力度 qa kN/m2

基礎底面と地盤との間の摩擦係数 μ

基礎底面と地盤との間の粘着力 ＣB kN/m2

土圧算出方法

擁壁形式 重力式擁壁

擁壁高 Hc m 5.0

防護柵高さ Hsg m 1.55

天端幅 b m 0.5

法勾配 1：ｎ 0.5

裏込め高 ｄ m 4.0

安定計算諸元

斜面形状

衝撃力算出諸元

躯体形状

30

0.025

23.0

0

値

9.8

0

1.8

10.0

40

1.0

1.00

クーロン土圧

2.6

19.0

30.0

0.6

450

0.5

30.0

17.0

h
d Ｈ

c
ｂ

1：ｎ

H
sg
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２．土石等の移動による力（衝撃力）の算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土石等の密度 ρm＝ 1.8 ｔ/m
3

重力加速度 ｇ＝ 9.8 m/s2

土石等の比重 σ＝ 2.6 ｔ/m
3

土石等の容積濃度 Ｃ＝ 0.5

内部摩擦角 φd＝ 30 °

流体抵抗係数 fb＝ 0.025

斜面高 移動の高さ 距離 衝撃力

H ｈsm＝ θu θd X Fsm

ｍ m ° ° m kN/m
2

10.0  1.00 40 0 1.0 0.45 -0.26 82.56  

斜面勾配

bu

2
0.025＝ 0.028

(2.6－1)0.5＋1

bd

( ) 





















































=

sm

d

sm
du

2

sm
smmsm h

2ax-exp1
a

b

h
2ax-exp-cos

sinh
2aH-exp-1

a

bu
gh －＋θθ

θ
ρF

( )
=

+
= bf

1C1

2
a

σ－

( )
( ) 








= φ
＋σ－

σ－
－θθ tan

1C1

C1
tancosb uuu

( )
( ) 








= φ
＋σ－

σ－
－θθ tan

1C1

C1
tancosb ddd
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３．土圧係数の算出 

 

 クーロン土圧係数（常時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計算条件

堆積土石内部摩擦角 φs＝ 30.00 °  

裏込材内部摩擦角 φg＝ 30.00 °  

堆積土石壁面摩擦角　常時 δs＝ 20.00 ° ＝2φs/3  

裏込材壁面摩擦角　常時 δg＝ 20.00 ° ＝2φg/3  

擁壁背面の地表面傾斜角 θα＝ 0.00 °  

擁壁前面の地表面傾斜角 θβ＝ 0.00  

擁壁背面の壁面傾斜角 θ1＝ 0.00 °  

（φs－θα）= 0.52

（φg－θα）= 0.52

主動土圧（堆積土石）

　　　　　　　　　　　　　cos2（φs－θ1）
　Ｋａ1＝───────────────────────────────────

　(sin(φs＋δs)・sin（φs－θα）

　cos（θ1＋δs）・cos（θ1－θα

　　 ＝　 0.297

　Ｋａ1H＝Ｋａ1・cos(θ1+δs) ＝ 0.279

　Ｋａ1v＝Ｋａ1・sin(θ1+δs) ＝ 0.102

主動土圧（裏込材）

　　　　　　　　　　　　　cos2（φg－θ1）
　Ｋａ2＝───────────────────────────────────

　(sin(φg＋δg)・sin（φg－θα）

　cos（θ1＋δg）・cos（θ1－θα

　　 ＝　 0.297

　Ｋａ2H＝Ｋａ2・cos(θ1+δg) ＝ 0.279

　Ｋａ2v＝Ｋａ2・sin(θ1+δg) ＝ 0.102

　　　　cos2θ1・cos(θ1＋δs)｛1＋（ ）0.5｝2

　　　　cos2θ1・cos(θ1＋δg)｛1＋（ ）0.5｝2
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４．安全性の検討 

①移動の力に対する安全性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）計算条件
奥行き1.0m当たり

壁高 Ｈc＝ 5.00 m

天端幅 ｂ＝ 0.50 m

表法勾配 ｎ＝ 1: 0.50

底版幅 Ｂ＝ 3.00 m

裏込め土高 ｄ＝ 4.00 m

防護柵高さ Hsg= 1.55 m

衝撃力 Ｆｓｍ＝ 82.6 kN/m2

移動の高さ ｈｓｍ＝ 1.00 ｍ

衝撃力緩和係数 α＝ 0.5 地盤との間の付着力 CB＝ 0.00 kN/m2

裏込土 水平方向 Ka2h= 0.279 地盤との間の摩擦係数 μ＝ 0.60
土圧係数 鉛直方向 Ka2v＝ 0.102

滑動の安全率 Fｓ ＝ 1.0
コンクリートの単重 γc＝ 23.0 kN/m3

地盤の許容支持力度 ｑa＝ 450 kN/m2

裏込土の単重 γd＝ 19.0 ｋN/m3

2）荷重計算
H V 作用位置 Ｍ
ｋN ｋN ｍ ｋN･m

W1 - 143.75 x=1.67  240.06

W2 - 57.50 x=2.75  158.13

Pdh 42.41 － y=1.33  -56.40

Pdv － 15.50 x=3.00  46.51

衝撃力 F 41.28 － y=4.50  -185.76

合計（Σ） 83.69 216.75 202.54

3）安定計算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ΣＭ        　 　202.54
①転倒に対する安定性　：ｄ＝────＝─────　＝ 0.93 m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ΣＶ        　　216.75

ｅ＝Ｂ/2-ｄ＝3.00／2－0.93＝ 0.57 m ≦Ｂ/3＝ 1.00 m

……ＯＫ
②滑動に対する安定性　：
       　　μ×ΣＶ＋CB・B             0.60×216.75＋0.00×3.00
　Ｆｓ ＝─────────＝─────────────＝ 1.55 ≧ 1.00

　　　　　　　　ΣＨ                 　　　　　   　     83.69 ……ＯＫ

③支持力に対する安定性　：

ｅ＝ 0.57 ≧ 0.5 =B/6より三角形分布となる。

　　　　　　2ΣV         2×216.75

　　ｑ1＝────＝──────＝ 155.38 ≦ 450 kN/m2

　　　　　　　３ｄ            3×0.93 ……ＯＫ

1/2×4.00＾2×0.102×19.0

α・Ｆsm・ｈｓｍ

躯体自重

裏込土圧

計算式

1/2×5.00＾2×0.50×23.0

5.00×0.50×23.0

1/2×4.00＾2×0.279×19.0

H
sg

W2

d

Ｈ
c

ｂ

Ｂ

1：ｎ

W1

1
/
2h

sm

α・Fsm

Pdh

Pdv y

ｘ
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②堆積の力に対する安全性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）計算条件
奥行き1.0m当たり

壁高 Ｈc＝ 5.00 m

天端幅 ｂ＝ 0.50 m

表法勾配 ｎ＝ 1: 0.50

裏込め土高 ｄ＝ 4.00 m

防護柵高さ Hsg= 1.55 m

ポケット高さ h＝ 1.00 ｍ

堆積土砂 水平方向 Ka1h= 0.279 コンクリートの単重 γc＝ 23.0 kN/m3

土圧係数 鉛直方向 Ka1v＝ 0.102
堆積土砂の単重 γd＝ 17.0 ｋN/m

3

裏込土 水平方向 Ka2h= 0.279
土圧係数 鉛直方向 Ka2v＝ 0.102 裏込土の単重 γd＝ 19.0 ｋN/m

3

基礎地盤の摩擦係数 μ＝ 0.60 基礎地盤の粘着力 CB＝ 0.00 kN/m
2

滑動の安全率 Fｓ ＝ 1.2

地盤の許容支持力度 ｑa＝ 450 kN/m
2

底版幅 Ｂ＝ 3.00 m

2）荷重計算

H V 作用位置 Ｍ
ｋN ｋN ｍ ｋN･m

W1 - 143.75 x=1.67  240.06

W2 - 57.50 x=2.75  158.13

P1dh 15.42 － y=0.85  -13.11

P1dv － 5.64 x=3.00  16.92

P2dh 42.41 － y=2.67  -113.23

P2dv － 15.50 x=3.00  46.50

合計（Σ） 57.83 222.39 335.27

3）安定計算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ΣＭ        　 　335.27

①転倒に対する安定性　：ｄ＝────＝─────　＝ 1.51 m

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ΣＶ        　　222.39

……ＯＫ
ｅ＝Ｂ/2-ｄ＝3.00／2－1.51＝ -0.01 m ≦Ｂ/3＝ 1.00 m

②滑動に対する安定性　：

       　　μ×ΣＶ＋CB・B             0.60×222.39＋0.00×3.00 ……ＯＫ
　Ｆｓ ＝─────────＝─────────────＝ 2.31 ≧ 1.20
　　　　　　　　ΣＨ                 　　　　　   　     57.83

③支持力に対する安定性　：

ｅ＝ -0.01 ≦ 0.5 =B/6より台形分布となる。 kN/m2

　　　　　ΣV        　６ｅ 　　　　222.39 　　　　6×-0.01 ……ＯＫ
　　ｑ1＝──・（1＋──）＝────（1＋─────）＝ 72.65 ≦ 450
　 　　　　　Ｂ    　　 　Ｂ      　　3.00               3.00

kN/m2

　　　　　ΣV        　６ｅ 　　　　222.39 　　　　6×-0.01 ……ＯＫ
　　ｑ2＝──・（1－──）＝────（1－─────）＝ 75.61 ≦ 450
　 　　　　　Ｂ    　　 　Ｂ      　　3.00               3.00

1/2×2.55＾2×0.102×17.0
堆積土圧

1/2×5.00＾2×0.50×23.0

5.00×0.50×23.0

裏込土圧
1/2×4.00^2×0.279×19.0

1/2×2.55＾2×0.279×17.0

1/2×0.00^2×0.102×19.0

計算式

躯体自重

H
sg

W2

d

Ｈ
c

ｂ

Ｂ

1：ｎ
W1

P2dh

P2dv y

ｘ

P1dh

P1dvh
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③ポケット容量に関する安全性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）計算条件

斜面高さ H= 10 m 裏込め土高 ｄ＝ 4.00 m

斜面勾配 θu= 40 ° 防護柵高さ Hsg= 1.55 m

壁高 Ｈc＝ 5.00 m ポケット高さ h＝ 1.00 ｍ

天端幅 ｂ＝ 0.50 m 斜面下端から擁壁までの距離 X= 1.00 ｍ

擁壁天端から急傾斜地方向に引いた水平線が
急傾斜地と交わる点までの距離 dh= 1.2 m

柵天端から急傾斜地方向に引いた水平線が
急傾斜地と交わる点までの距離 dp= 3.3 m

2)単位幅当たりのポケット容量

①= 1/2×（1.00＋1.20）×1.00×1.0= 1.1 m3

②= 1/2×（1.45＋3.30）×1.55×1.0= 3.7 m3

①＋②= 1.10＋3.70= 4.8 m3

3)ポケット容量と崩壊土量の比較

技術基準（案）より、斜面高さ１０ｍの単位幅あたりの崩壊土量は、4.7m3であるので

この施設は、崩壊土量を捕捉することができる。

H
sg

ｂ

h

X

θu

②

①

H
c

d

H

dp

dh
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【資料-２ 告示図書様式】 

１.土砂災害特別警戒区域指定の場合の様式 
(1)告示依頼文 

(2)告示文案 

(3)市町村長の意見書 

(4)概要書 

(5)土砂災害警戒区域(特別警戒区域)位置図 

(6)土砂災害警戒区域(特別警戒区域)区域図 

(7)法施工令第４条に規定する衝撃に関する事項を記載した図書 

 

２.土砂災害警戒区域の全部解除及び一部解除の場合の告示図書様式 
(1)告示依頼文 

(2)告示文案 

(3)市町村長の意見書 

(4)概要書(解除前) 

(5)土砂災害警戒区域(特別警戒区域)位置図(解除前) 

(6)土砂災害警戒区域(特別警戒区域)区域図(解除前) 

(7)概要書(解除後) 

(8)土砂災害警戒区域(特別警戒区域)位置図(解除後) 

(9)土砂災害警戒区域(特別警戒区域)区域図(解除後) 

(10)既指定の県報の写し 

(11)解除根拠説明資料 

 

※土砂災害警戒区域の全部解除及び一部解除の場合、解除前と解除後の概要書、 

土砂災害警戒区域位置図及び土砂災害特別警戒区域位置図、土砂災害警戒区域図及び 

土砂災害特別警戒区域区域図をそれぞれ告示図書に追加する。 

 

上記の告示図書様式を次項以降に示す。 
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1.土砂災害特別警戒区域指定の場合の様式 

(1)告示依頼文 
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(2)告示文案(土砂災害警戒区域の場合) 
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(2)告示文案(土砂災害特別警戒区域の場合) 
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(3)市町村長の意見書(例) 
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(4)概要書(例) 
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 (5)土砂災害警戒区域(特別警戒区域)位置図(例) 
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 (6)土砂災害警戒区域(特別警戒区域)区域図(例) 
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(7) 法施工令第４条に規定する衝撃に関する事項を記載した図書(例) 
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2.土砂災害警戒区域の全部解除及び一部解除の場合の告示図書様式 

(1)告示依頼文 
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(2)告示文案(土砂災害警戒区域の解除場合) 
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(2)告示文案(土砂災害特別警戒区域の全解除の場合) 
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(2)告示文案(土砂災害特別警戒区域の一部解除の場合) 
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(3)市町村長の意見書(例) 
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(4)概要書(解除前)(例) 
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(5)土砂災害警戒区域(特別警戒区域)位置図(解除前)(例) 
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(6)土砂災害警戒区域(特別警戒区域)区域図(解除前)(例) 
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(7)概要書(解除後)(例) 
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(8)土砂災害警戒区域(特別警戒区域)位置図(解除後)(例) 
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(9)土砂災害警戒区域(特別警戒区域)区域図(解除後)(例) 
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(10)既指定の県報の写し(例) 
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(11)解除根拠説明資料 
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【資料-３ 概略様式】 

概略様式 1-1 机上調査整理様式 

概略様式 1-2 机上調査個別整理様式 

概略様式 3-1 災害発生箇所整理様式 

概略様式 3-2 災害発生箇所個別整理様式 

概略様式 4-1 施設整備箇所整理様式 

概略様式 4-2 施設整備箇所個別整理様式 

概略様式 5-1 現地調査箇所整理様式 

概略様式 5-2 現地調査箇所個別整理様式 
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概略様式 1-1 机上調査整理様式 
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概略様式 1-2 机上調査個別整理様式 
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概略様式 3-1 災害発生箇所整理様式 
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概略様式 3-2 災害発生箇所個別整理様式 
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概略様式 4-1 施設整備箇所整理様式 
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概略様式 4-2 施設整備箇所個別整理様式 
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概略様式 5-1 現地調査箇所整理様式 
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概略様式 5-2 現地調査箇所個別整理様式 

 



 

おわりに 

 

技術基準は、土砂災害防止法施行に伴う「土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域」設

定のための基礎調査（2 回目以降の繰り返し調査含む）について、その標準的な内容や手順

を整理したものである。 

 

長野県では、基礎調査の実施にあたり、「土砂災害防止法に使用する数値地図（図化縮尺：

1/2,500）」（以下、「３次元地図」という）この技術基準は、「３次元地図」を使用して行う設

定手順を基本としている。 

 

土砂災害防止法に基づく基礎調査の結果には、品質の確保、再現性、住民等への説明（明

確な設定根拠）などが要求されることから、この技術基準は、特に「３次元地図」上での区

域設定結果に再現性があることを前提として作成している。 

 

土砂災害防止法に基づく基礎調査は、今後も、より新しい技術や通達等によって区域設定

手法やその手順、内容等の変更が予想される。その際には、よりよい技術を用いての取り組

みが必要で、新しい技術や手法に基づく技術基準として、この技術基準を適宜改訂するもの

である。 

 

 

 

 

 

 


